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ここに、令和４～５年度（2022～2023年度）の熊本県農業動向年報を

発行いたします。 

本年報は、最近の本県における農業構造、農家経済及び農業生産の動

向等について取りまとめたものですので、業務等に御活用いただければ

幸いに存じます。 

 

また、年報の作成にあたって、貴重な資料を提供していただきました

九州農政局統計部をはじめ関係機関の方々に対し、厚く御礼申し上げま

す。 
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第１章 農業経済及び農家経済の動向 

 

第１節 農業経済の動向 

 

第１ 県内経済の動向 

(県経済に占める農業の割合はかなり大きく減少) 

 

令和３年度（2021年度）の県

経済の成長率は、名目値は前年

比5.9％増、実質値は6.0％増と

なった。 

また、新型コロナウイルス感

染症の影響による倒産はあるも

のの、コロナ禍の各種支援策が

奏功し倒産件数は前年比41.3％

減と大幅に減少した。 

（表Ⅰ-1-(1)） 

経済成長率を業種別に見ると、

鉱業や宿泊・飲食サービス業が

減少したものの、製造業が増加

し、運輸・郵便業や卸売・小売

業等が回復傾向であったことか

ら、全体ではやや増加した。 

農業では、新型コロナウイル

ス感染症やロシアのウクライナ

侵攻の影響により、燃料、資材

等の価格が高騰し生産コストが

上昇したことから、総生産額は

減少した。 

（表Ⅰ-1-(2)） 

県内の総生産額に対する農業

の割合は、かなり大きく減少し

2.2％となった。また、土地面

積に占める耕地の割合は、わず

かに減少し14.5％となった。県

内就業者数に占める農業就業者

数の割合は前年と同じく8.0％

となった。（図Ⅰ-1-(1)） 

表Ⅰ-1-(1) 県の経済成長率と主要経済指標の推移 
（対前年比増減率）   

資料）九州財務局「管内主要経済指標」 

県企画振興部「県民経済計算報告書」 

注）経済成長率は年度、消費者物価指数は熊本市 
 
表Ⅰ-1-(2) 経済成長率と農業総生産の増減率の推移 

（対前年度増減率） 

 
資料）内閣府「国民経済計算」 

県企画振興部「県民経済計算報告書」 

 

図Ⅰ-1-(1) 県の産業及び面積における農業の割合 

資料）農林水産省「作物統計」 

県企画振興部「県民経済計算報告書」 

項 目 単位 H22 H27 R1 R2 R3

経 済 成 長 率 （名 目） 1.9 2.7 0.5 △ 3.5 5.9

経 済 成 長 率（ 実 質） 3.2 1.4 0.2 △ 4.2 6.0

大 型 小 売 店 販 売 額 △ 2.9 △ 1.4 △1.2 △ 1.8 0.2

鉱 工 業 生 産 指 数 17.2 3.7 5.3 △ 10.8 13.7

新 設 住 宅 着 工 件 数 △ 10.2 △ 4.8 △13.1 △ 13.9 1.2

消 費 者 物 価 指 数 △ 0.3 0.9 0.1 △ 0.3 △1.7

企 業 倒 産 件 数 △ 10.2 9.2 70.0 10.3 △41.3

有 効 求 人 倍 率 倍 0.46 1.11 1.63 1.23 1.30

％

2.7 2.6 2.5 2.5 2.2 

15.8 15.4 14.9 14.7 14.5 

9.1 
8.7 8.0 8.0 8.0 

0

5

10

15

20

H23 H27 R1 R2 R3

(％) 総生産(名目) 耕地面積 就業者数

H22 27 R1 R2 R3

1.9 2.7 0.5 △ 3.5 5.9

5.5 7.9 △ 0.1 △ 4.0 △ 3.2

 うち農業 5.6 8.0 0.6 △ 2.4 △ 5.9

△ 0.7 1.5 △ 1.5 △ 1.4 △ 5.1

5.5 7.3 △ 2.6 10.4 11.8

16.5 2.7 △ 3.6 △ 1.1 3.8

△ 4.1 1.0 △ 1.0 △ 6.7 5.3

11.0 4.5 7.0 △ 34.0 6.0

△ 4.1 △ 1.5 △ 4.3 △ 43.1 △ 1.4

2.1 3.7 0.2 △ 3.2 2.4

5.9 7.6 △ 0.3 △ 0.7 △ 2.7　うち農業総生産

 うち建設業

 うち卸売・小売業

 うち運輸・郵便業

 うち宿泊・飲食サービス業

 国内総生産

項　　　目

県内総生産（名目）

 うち農林水産業

 うち鉱業

 うち製造業
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第２ 主要指標からみた農業経済の動向 

（令和4年（2022年）の農業産出額はわずかに増加） 

令和４年（2022年）は、米や肉用牛の価格が低下した一方で、野菜や堅調な需要が

続く鶏において価格が上昇したことから、農業産出額はわずかに増加し、3,512億円

（前年比101.0％）となった。また、生産農業所得はわずかに減少し、1,446億円（前

年比97.4％）となった。 

令和４年（2022年）の農産物価格指数（全国値、令和２年（2020年）を100とする）

は、きゅうり、はくさい、キャベツ、かぼちゃ、トマト等で販売単価が上昇し、前年

より1.4％増加し102.2となった。 

また、農業生産資材価格指数は、とうもろこし等輸入穀物価格の上昇による飼料

価格の高騰、世界的な原油の需給のひっ迫による高値維持により、飼料及び光熱動力

の価格が上昇し、前年よりかなりの程度上昇し116.6（前年比109.3％）となった。 

このため、農産物と農業生産資材の相対価格関係の変化を示す農業の交易条件指

数（農業生産資材価格指数に対する農産物価格指数の比率）は、前年よりかなりの程

度低下し、87.7（前年比92.8％）となった。（表Ⅰ-1-(3)） 

 
表Ⅰ-1-(3) 県の農業経済関係指標の推移 

資料）農林水産省「農業生産指数」、「生産農業所得統計」、「農林業センサス」、「作物統計」 

 注）農業産出額については、H19年から推計方法が変更されたため、過年次との比較の際には注意が必要 

 注）農家人口についてはR1から、基幹的農業従事者数はR2から調査項目の見直しされたため、過年次との比 

較の際は注意が必要。増減率は、R2年との比較。 

 

 

 

R2 R3 R4

農 業 産 出 額 億円 3,358 3,102 3,071 3,348 3,407 3,477 3,512 1.3 2.1 1.0

生 産 農 業 所 得 〃 1,424 1,136 1,080 1,177 1,495 1,485 1,446 3.7 △ 0.7 △ 2.6

耕 地 面 積 千ha 125.4 120.4 117.4 114.1 109.1 107.5 105.9 △ 1.4 △ 1.5 △ 1.5

農 家 人 口 （販 売農 家） 千人 286.9 236.5 189.0 149.8 － － － － － －

基 幹 的 農 業 従 事 者 数 〃 88.7 82.0 73.0 65.2 51.8 51.9 47.8 △ 5.0 0.2 △ 7.9

農 産 物 価 格 指 数 R2年=100 82.4 82.2 83.7 90.1 100.0 100.8 102.2 1.5 0.8 1.4

農業 生産 資材 価格 指数 〃 78.7 80.8 88.8 98.2 100.0 106.7 116.6 △ 0.1 6.7 9.3

農 業 交 易 条 件 指 数 〃 104.7 101.7 94.3 91.8 100.0 94.5 87.7 1.6 △ 5.5 △ 7.2

項 目 単位 H17 H22H12 H27 R3R2 R4
対前年増減率（％）
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第２節 農家経済の動向

（個人経営体の農業所得

は大幅に減少）

令和４年（ 年）の

１農業経営体あたりの所

得は、農業所得が前年よ

り 万円 前年比 減

少し、農家所得全体で前

年より 万円 前年比

％）減少し、 万

円となった。

（図Ⅰ ）

農業粗収益は、野菜が

なりの程度増加したが、

工芸作物、畜産が大幅に

減少したことから、前年

と比べ ％減少し約

万円となった。

（表Ⅰ ）

農業経営費については、

動力光熱費、種苗費、肥

料費等の増加により、前

年に比べて ％増加し

万円となり、農業所

得率は ポイント減少

し ％となった。

（図Ⅰ ）

図Ⅰ 農家所得の推移

資料）農林水産省「農業経営統計調査」（ ～ ）、「農業経営統計調

査（営農類型別統計）」（ ～）
※平成 年に調査の体系見直しあり。平成 年以前のデータは、農業以外の収支も、

農家全体が関わる収支 年金等、租税公課を含む を計上した結果であり、経年比較は
注意が必要。

※※令和元年以降は九州平均値（調査の見直しにより、県別データは公表されなくなった）
かつ個人経営体の数値。

表Ⅰ 作物別農業粗収益の推移

資料）農林水産省「農業経営統計調査（営農類型別統計）」

※平成 年以降は九州平均値（調査の見直しにより、県別データは公表されなくなった。）

図Ⅰ 農業経営費及び農業所得率の推移

資料）農林水産省「農業経営統計調査」（ ～ ）「農業経営統計調査

（営農類型別経営統計）」（ ～）」

注）農業粗収益＝農業所得＋農業経営費

農業所得率＝（農業所得÷農業粗収益）×
※平成 年に調査の体系見直しあり、平成 年以前のデータは、農業以外の収支も、農家全体
が関わる収支 年金等、租税公課を含む を計上した結果であり、経年比較は注意が必要。

※※平成 年以降は九州平均値（調査の見直しにより、県別データは公表されなくなった。）
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次に、令和４年（ 年）の

農業依存度は、前年より ポイ

ント減少し、 ％となった。

（図Ⅰ ）

図Ⅰ 農業依存度の推移

資料）「農業経営統計調査（ ～ ）「農業経営統計調査（営農

類型別経営統計）」（ ～）

注）農業依存度＝農業所得÷（農業所得＋農業生産関連事業所

得＋農外事業所得）×

※平成 年に調査の体系見直しあり。平成 年以前のデータは、農業以外の収支

も、農家全体が関わる収支 年金等、租税公課を含む を計上した結果であり、

経年比較は注意が必要。また、平成 年までは販売農家、令和元年からは個人

経営体の数値。

農水省公表待ち
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第３節 経済連携協定等の動向 

第１ ＴＰＰ１１協定 

１ ＴＰＰ１１協定のこれまでの動き 

ＴＰＰ１１協定（正式名称：環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的

な協定（ＣＰＴＰＰ））については、平成29年（2017年）11月10日に大筋合意、平成

30年（2018年）３月８日に11カ国による署

名が行われ、協定文が確定した。 

これを受けて、政府は、ＴＰＰ１１に係

る国内手続きに着手し、平成30年（2018

年）６月13日に協定の承認が、６月29日に

関連法案が成立し、国内手続きが完了し

た。（図Ⅰ-3-(1)、表Ⅰ-3-(1)） 

日本以外の国では、平成30年（2018年）

において、メキシコ、シンガポール、ニュ

ージーランド、カナダ、オーストラリアが

国内手続きを完了し、発効要件である６か

国以上の国内手続きが完了したため、平成30年（2018年）12月30日に発効した。 

また、ベトナムが平成31年（2019年）１月14日、ペルーが令和３年（2021年）９月

19日、マレーシアが令和４年（2022年）11月29日、チリが令和５年（2023年）２月21

日、ブルネイが令和５年（2023年）7月21日に発効した。 

なお、関税水準は、日本で毎年４月に、その他の国で毎年１月に次年目に切り替わ

ることになっており、令和６年（2024年）４月１日に日本は７年目の関税水準に移行

した。 

協定の発効以後、農畜産物の急激な輸入量増加とはなっていないものの、今後も輸

入動向の注視が必要である。 

≪参考１：ＴＰＰ１１協定の概要≫ 

・世界の人口の6.9％、ＧＤＰの12.9％を占める経済圏。 

・合意内容としては、米国が離脱した従来のＴＰＰ協定のうち、市場アクセス（農林水産物を

含む関税の撤廃削減等）は維持し、医薬品（生物製剤）のデータ保護期間などの知的財産や

投資の規定など22項目を、米国が復帰するまで凍結（効力を停止）することとなった。また、

「ＴＰＰ１２の発効が見込まれる場合又は見込まれない場合に、いずれかの締約国の要請が

あったときは、この協定の見直しを行う」と規定されている。 

・関税水準は、日本で毎年４月に、その他の国で毎年１月に次年目に切り替わる。 

 

≪参考２：ＴＰＰ１１協定の発効の条件≫ 

・ＴＰＰ１１は、６カ国（署名国の半数以上）が国内手続き（国会承認等）を完了してから60

日後に発効する。なお、その他の国は、国内手続きが完了してから60日後に効力が発生し、

その時点の関税等ルールが適用される（例：発効から３年後に加入した国は、発効３年後時

点の関税率等から適用）。 

図Ⅰ-3-(1)ＴＰＰ交渉参加国 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料）内閣官房ＴＰＰ政府対策本部ＨＰ参照 

離脱 
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表Ⅰ-3-(1) ＴＰＰ１１協定交渉の経緯及び国・県の対応(～R6年4月) 

日程 国の動き（交渉状況等） 県の動き（県・県議会） 

H27.10. 5 ＴＰＰ協定が大筋合意  10.6 県議会意見書 

10～11 月 定性的影響公表 11.17 知事・議長政府提案 

12.24 経済効果分析公表(定量的影響公表) 12.10 定性影響公表 12.17 県議会意見書 

  2.22 定量影響公表 
2.29 県議会意見書 

10.4 県議会意見書 

H28.12. 9 国会で議決（日本） 10.27 知事・議長政府提案 

H29.1 月 
米国離脱（トランプ大統領がＴＰＰから永久離

脱する大統領令に署名） 

12.12 TPP 対策特別委員会（⇒設置終了） 

 12.19県議会意見書 

5.2,3 ＴＰＰ１１交渉開始（閣僚会合）   

～ 首席交渉官会合等を８回程度開催 6.6,7 知事政府提案  

11.10 大筋合意（ＴＰＰ閣僚会合で確認） 11.7,8 知事政府提案  

11.24 ＴＰＰ関連政策大綱改訂 
11.28国への要望活動 

12.11 定性的影響公表 

11.28 意見書採択 

12.21 ＴＰＰ１１、日ＥＵ・ＥＰＡ影響試算公表 11.28国への要望活動 

12.11 定性的影響公表 

 

11.28 意見書採択 

 12.22 補正予算閣議決定 

H30. 1.23 首席交渉官会合（凍結は 22項目で合意） 

2 月 補正予算成立 2.26 定量的影響公表  

3. 8 ＴＰＰ１１協定署名   

7. 6 

（日本）協定承認(6.13) 

関連法案(6.29) 成立 

⇒国内手続き完了(7.6) 

  

12.21  H30 補正予算閣議決定   

12.30 発効 

 

 

  

H31. 1.19 ＴＰＰ委員会（第１回）   

  3.15 国への要望活動 3.15 意見書採択 

R2. 4. 1 関税水準が３年目に切り替え 
5.15 政府提案 

11.9,10 政府提案 

12.15 意見書採択 

R3. 4. 1 関税水準が４年目に切り替え 
 5.25,26 政府提案 

 10.27 政府提案 

 

R4. 4. 1 関税水準が５年目に切り替え 
5.26,27 政府提案 

 10.17 政府提案 

 

R5. 4. 1 関税水準が６年目に切り替え 
5.24,25,26 政府提案 

 11.1 政府提案 

 

R6．4. 1 関税水準が７年目に切り替え 
5.22,23,24 政府提案 

 10 月 政府提案 

 

国資料や各種報道等を基に作成 

２ ＴＰＰ１１協定の今後の動向 

令和６年（2024年）４月現在、英国、中国、台湾、エクアドル、コスタリカ、ウル

グアイ、ウクライナが加入申請を行っている。加入の是非については、ＴＰＰ委員会

での協議が必要となり、令和５年（2023年）３月31日に英国の加入申請を認めること

で大筋合意がなされた。実際に英国が加入すれば2018年の発足時からの11か国以外で

初の加入となる。 

加入に向けては、基本的に貿易や投資ルールの分野で高い自由化の基準を受け入れ

ることが前提になるが、関税分野では、それぞれ２国間で交渉を行う。 

＜進捗状況＞ 

○完了済（締約国） 

メキシコ(H30.6.28)、日本(H30.7.6)、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ(H30.7.19)、 

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ（H30.10.25）カナダ（H30.10.26）、 

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ（H30.10.31）ベトナム(H30.11.15) ペルー(R3.7.21)、 

ﾏﾚｰｼｱ(R4.11.29)、チリ（R5.2.21）、ブルネイ(R5.7.21) 

○今後、手続きを行う 

英国(R5.3.31 加入交渉妥結に係る閣僚共同声明発出) 
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第２ 日ＥＵ・ＥＰＡ 

１ 日ＥＵ・ＥＰＡのこれまでの動き 

日ＥＵ・ＥＰＡ（経済連携協定）は、平成 25 年（2013 年）３月から交渉を開始し、

平成 29 年（2017 年）７月６日に大枠合意、12 月８日に交渉妥結、平成 30 年（2018

年）７月 17 日に署名が行われ、協定文が確定した。 

その後の国内手続きについて、日本では平成 30 年（2018 年）12 月８日に、ＥＵは

欧州理事会で 12 月 20 日にそれぞれ完了し、平成 31 年（2019 年）２月１日に発効し

た。 

また、令和６年（2024 年）４月１日には、関税水準が７年目に移行した。 

（図Ⅰ-3-(2)、表Ⅰ-3-(2)） 

≪参考１：日ＥＵ・ＥＰＡの概要≫ 

・世界の人口の8.6％、ＧＤＰの28.4％を占

める経済圏。 

・関税水準は、日本で毎年４月に次年目へ切

り替わる。 

≪参考２：日ＥＵ・ＥＰＡの発効の条件≫ 

・日ＥＵ・ＥＰＡについて、ＥＵは加盟国

が多く、発効の遅れを防ぐため、ＥＵ及

び日本の国内手続き（国会承認等）の完了を通報した日の翌々月の１日に発効する。 

表Ⅰ-3-(2) 日ＥＵ・ＥＰＡを巡る状況 (～R6年4月) 

日程 国の動き（交渉状況等） 

H25.3 月 日ＥＵ首脳電話会談で交渉開始 

 第１回～21 回交渉官会合・閣僚会合等 

H29.7. 6 大枠合意 

11. 2 定性的な影響公表 

12. 8 交渉妥結(ＩＳＤＳ分野を除いて最終合意) 

12.21 ＴＰＰ１１、日ＥＵ･ＥＰＡ経済効果分析（影響試算）公表 

H30.2 月 補正予算成立 

7.17 署名 

  

 

日本は臨時国会で 12.8 に成立  

ＥＵは欧州理事会で 12.20 に決定 

   12.21 H30 補正予算閣議決定 

H31.2. 1 協定発効 

R2. 4. 1 関税水準が３年目に切り替え 

R3. 4. 1 関税水準が４年目に切り替え 

R4. 4. 1 関税水準が５年目に切り替え 

R5. 4. 1 関税水準が６年目に切り替え 

R6. 4. 1 関税水準が７年目に切り替え 

国資料や各種報道等を基に作成 

 

 

 

図Ⅰ-3-(2)日ＥＵ・ＥＰＡの世界に 
占める割合 

 

 

 

 

 
 

資料）内閣官房ＴＰＰ政府対策本部ＨＰより 
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２ 日ＥＵ・ＥＰＡの今後の動向 

今後、段階的に関税が引き下げられる中で、ＴＰＰ１１発効と併せて、輸入増加

の動きが引き続き強まる可能性とも報じられており、引き続き輸入動向の注視が必

要である。 

第３ 日米貿易協定 

１ 日米貿易協定のこれまでの動き 

令和２年（2020年）１月１日、日米貿易協定が発効した。これは、ＴＰＰ１１協定、

日ＥＵ・ＥＰＡに続く、大型協定となった。 

この協定は、平成30年（2018年）９月26日の日米首脳会談において、「日米物品貿

易協定（ＴＡＧ：Trade Agreement on goods）」として交渉開始が合意され、共同声

明では「過去の経済連携協定で約束した市場アクセスの譲許内容が最大限」と記載さ

れた。平成31年（2019年）４月24日から交渉を開始し、わずか５か月後の令和元年

（2019年）９月26日に最終合意に達した。 

その後、国会での承認手続きを経て、令和２年（2020年）１月１日に協定発効とな

り、令和６年（2024年）４月には、日本の関税水準は６年目に移行した（表Ⅰ-3-

(3)）。 

≪参考：日米貿易協定の主な概要≫ 

・世界のＧＤＰの約３割（25.5兆円）を占める日米両国（人口約4.5億人）間の貿易協定。 

・農林水産品に係る日本側の関税について、ＴＰＰの範囲内に抑制。コメは除外。 

・発効時から、ＴＰＰ１１締結国と同じ税率を適用。 

表Ⅰ-3-(3)日米貿易協定を巡る状況 
日程 内容 詳細 

H29.2.10 日米首脳会談 日米２国間の「経済対話」実施を合意 

4.18 
10.16 
11. 6 

日米経済対話① 
日米経済対話② 
日米経済対話③ 

財政政策、インフラ、２国間の貿易等の３分野で協議。 
米国トランプ大統領は、対日貿易赤字の不均衡是正を強調した
が、日米ＦＴＡに言及せず、日米経済対話の継続を訴える 

H30 
1.25,26 

日米経済対話 
事務レベル交渉 

進展のための作業部会（事務レベル会合）として、牛肉セーフ
ガードの見直し等について米国が求める可能性がある。 

4.17,18 日米首脳会合 ＴＰＰを巡って、新たな貿易協議を行うことで合意。 

8. 9 
9.25 

新たな貿易協議① 
新たな貿易協議② 

自動車への追加関税や農産品の関税分野に関する議論も行わ
れ、関税協議を含む貿易促進の枠組みづくりで一致 

9.26 日米首脳会合 日米ＴＡＧ交渉の開始を合意 

10.16  米国議会へ日米ＴＡＧ交渉開始を通知 

12.21  米国通商代表部は、日本との貿易交渉の方針を発表 

H31.4.24  日米物品貿易協定（ＴＡＧ）交渉開始 

R1. 9.26 日米首脳会談 最終合意 

 10. 8  正式署名 

   12. 4 (日本)臨時国会 協定の承認 

R2. 1. 1  協定発効 

R2. 4. 1  関税水準が２年目に移行 

R3. 4. 1  関税水準が３年目に移行 

R4. 4. 1  関税水準が４年目に移行 

R5. 4. 1  関税水準が５年目に移行 

R6. 4. 1  関税水準が６年目に移行 

国資料や各種報道等を基に作成 
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２ 日米貿易協定の今後の見通し 

令和２年（2020年）１月１日に発効した協定は、第１弾と捉え、日米両政府は、第

２弾となる交渉を再開するとされていたが、交渉を再開する兆候は見られない。 

今後交渉が再開された場合、第２弾における交渉分野の中に、農林水産物が含まれ

ないかどうかについて動向を注視する必要がある。 

 

第４ 日英貿易協定 

 日英貿易協定は、英国のＥＵ離脱に伴うもので、令和２年（2020 年）６月から

交渉が開始され、令和２年（2020 年）９月 11 日に大筋合意、令和２年（2020 年）

10 月 23 日に署名と交渉開始から約４か月半で署名に至った。 

 その後、日本では承認手続きが令和２年（2020 年）12 月４日に完了し、令和３

年（2021 年）１月１日に協定発効となった。また農産物への関税は、日ＥＵ・Ｅ

ＰＡを適用することになっており、令和６年（2024 年）４月１日に関税水準が切

り替わった。（表Ⅰ-3-(4)） 

 

表Ⅰ-3-(4) 日英貿易協定を巡る状況 (～R6年4月) 

日程 国の動き（交渉状況等） 

R2. 6 月 交渉開始 

R2. 9.11 大筋合意 

R2.10.23 署名 

R2.12. 4 日本は 12.4 に国会承認 
英国は 12.7 に英議会承認 

R3. 1. 1 発効 

R3. 4. 1 関税水準が切り替え（関税水準は日ＥＵ・ＥＰＡを適用） 

R4. 4. 1 関税水準が切り替え（          〃       ） 

R5. 4. 1 関税水準が切り替え（          〃       ） 

R6. 4. 1 関税水準が切り替え（          〃       ） 

国資料や各種報道等を基に作成 

 

第５ ＲＣＥＰ（地域的な包括的経済連携） 

ＲＣＥＰは平成24年（2012年）11月に交渉立上げを宣言し、令和２年（2020年）11

月に合意・署名された。 

その後、令和３年（2021年）４月に日本国内の手続きが完了、日本以外の国でも手

続きが完了し、協定発効の条件を満たしたことから、令和４年（2022年）１月１日に

日本や中国など10か国で協定が発効した。また、韓国は令和４年（2022年）２月１日、

マレーシアは同年３月18日、インドネシアは令和５年（2023年）１月２日、フィリピ

ンは同年６月２日に協定が発効した。（表Ⅰ-3-(5)） 

≪参考：ＲＣＥＰの主な概要≫ 

・世界のＧＤＰ、貿易総額および人口の約３割、我が国の貿易総額のうち約５割を占める 

地域の経済連携協定 

 ・インド以外の国は発効後18カ月経過した後に加入可能となる 
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表Ⅰ-3-(5) ＲＣＥＰを巡る状況 (～R6年4月) 

日程 国の動き（交渉状況等） 

H24.11 月 ＲＣＥＰ交渉立上げを宣言 

R2.11.11 インドを除く 15 か国での妥結に合意 

R2.11.15 合意・署名 

R3. 4.28 日本国内の手続き完了 

R4. 1. 1 発効 

R4. 4. 1 関税水準が２年目切り替え（日本、インドネシア、フィリピン） 
※ その他の国は毎年 1月 1日に切り替え 

2. 1 韓国発効 

3.18 マレーシア発効 

R5. 1. 2 インドネシア発効 

4. 1 関税水準が３年目切り替え（日本、インドネシア、フィリピン） 
※ その他の国は毎年 1月 1 日に切り替え 

6. 2 フィリピン発効 

R6．4. 1 関税水準が４年目切り替え（日本、インドネシア、フィリピン） 
※ その他の国は毎年 1月 1 日に切り替え 

国資料や各種報道等を基に作成 

 

第６ 経済連携協定等が与える農業・農家経済への影響 

１ ＴＰＰ１１協定、日ＥＵ・ＥＰＡによる本県農林水産業への影響 

 平成29年（2017年）12月に国が、ＴＰＰ１１協定及び日ＥＵ・ＥＰＡに伴う農林水

産物への影響額を公表したことを受け、県においても、県内農林水産物への影響試算

を行った。国の試算を参考にした価格への影響に、生産量への影響やコメ、野菜への

影響を上乗せした独自試算を行い、平成30年（2018年）２月26日に公表した（県議会

農林水産常任委員会）。 

その結果、ＴＰＰ１１では、米国離脱による影響緩和等で55～94億円（ＴＰＰ１

２：82～132億円）となった。また、日ＥＵ・ＥＰＡでは、28～57億円となった。影

響試算額は、単純に合計できないが、ＴＰＰ１２と同程度の影響となる可能性につい

て示した。（図Ⅰ-3-(3)） 

 

 

図Ⅰ-3-(3) 本県農林水産物への影響試算（H30.2.26公表）  
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２ 日米貿易協定による本県農林水産業への影響 

日米貿易協定（令和２年（2020年）１月１日発効）に関連し、国が農林水産物の生

産額への影響を公表したことを受け、熊本県への影響がどの程度見込まれるかについ

て把握するため、本県農林水産物への影響額を試算し、令和２年（2020年）１月20日

に公表した。 

 その結果、日米貿易協定に伴う影響試算額は約40～約77億円（国：約600～約1,100

億円）となった。そのうち、畜産物が約８割を占めており、今後の段階的な関税引き

下げに伴う影響が懸念される。（表Ⅰ-3-(6)） 

 

≪参考：県農林水産物への影響試算≫ 

     県では、県内農林水産物への影響をできる限り幅広く整理する観点から、国の試算を
参考にした「価格への影響」に、県独自として「価格下落に伴う生産量への影響」や
「コメや野菜等の品目への影響」を上乗せして、影響試算を実施。 

 

表Ⅰ-3-(6) 日米貿易協定発効に伴う県産農林水産物への影響(R2 年 1 月 20 日公表) 

 

 

３ 県の対応の方向性 

ＴＰＰ１１や日米貿易協定など、諸外国との経済連携の進展は、わが国にとって工

業製品の輸出拡大等の経済効果が生じる一方で、農林水産物の市場開放が求められる

ことから、本県の基幹産業である農林水産業への影響が懸念される。そのため、経済

連携協定等の交渉の行方に関わらず、稼げる農林水産業の実現に向けて弛まなく取り

組んでいく必要がある。 

日米貿易協定 （参考）日米及びTPP１１

米 除外 1.3

小麦 1.2 2.2

大麦 … 0.3

牛肉 21.4～41.8 37.1～72.7

豚肉 8.3～16.6 10.5～20.2

牛乳乳製品 1.9～3.4 2.0～4.0

かんきつ類 5.4～10.6 7.9～15.4

鶏肉 0.9～1.6 0.7～1.4

鶏卵 0.6～1.1 0.6～1.1

野菜 0.3 5.4

林産物 除外 7.7

水産物 除外 …～0.2

農林水産物　計 40～77 76～132

※国の試算額 600～1,100 1,200～2,000

熊本県の影響試算額（単位：億円）
品目名

注）「…」：試算結果が 0.1 億円未満のため影響額に反映せず。 
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≪参考１：国における「総合的なＴＰＰ等関連政策大綱」に基づく施策（農林水産分野)≫ 

○令和５年度 補正予算（R5. 11.10 閣議決定、R5. 11.29 国会成立）:2,527 億円 
○令和４年度 補正予算（R4. 11. 8 閣議決定、R3. 12. 2 国会成立）:3,050 億円 
○令和３年度 補正予算（R3. 11.26 閣議決定、R3. 12.20 国会成立）:3,200 億円 

○令和２年度 補正予算（R2. 12.15 閣議決定、R3.  1.28 国会成立）:3,220 億円 
○令和元年度 補正予算（R1. 12.13 閣議決定、R2.  1.30 国会成立）:3,250 億円 
○平成 30 年度補正予算（H30.12.21 閣議決定、H31. 2. 7 国会成立）:3,188 億円 

○平成 29 年度補正予算（H29.12.22 閣議決定、H30. 2. 1 国会成立)：3,170 億円 
○平成 28 年度補正予算（H28. 8.24 閣議決定、H29.10.11 国会成立)：3,453 億円 
○平成 27 年度補正予算（H27.12.18 閣議決定、H28. 1.20 国会成立)：3,122 億円 

≪参考２：県におけるＴＰＰ関連予算の対応状況（農林水産分野）≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の R5 年度補正予算 

（R5.11. 29 成立） 

 

⇒ 県 R5 年度 2月補正 

～県 R6 年度当初 

            計 

 

 

6,687,485 千円 

国の R4 年度補正予算 

（R4.12. 2 成立） 

 

⇒ 県 R4 年度 12 月補正 

～県 R4 年度 2 月補正 

計 

 

 

6,728,686 千円 

国の R3 年度補正予算 

（R3.12.20 成立） 

 

⇒ 県 R3 年度 2月補正 

 

計 

 

 

4,708,779 千円 

国の R2 年度補正予算 

（R3. 1.28 成立） 

⇒ 県 R2 年度 2月補正  

 ～県 R3 年度 2月補正 

計 

 

 

5,480,620 千円 

国の R 元年度補正対応 

（R2. 1.30 成立） 

⇒ 県 R元年度 2 月補正 

 ～県 R2 年度 2月補正 

計 

 

 

6,372,108 千円 

国の H30 年度補正対応 

(H31. 2. 7 成立) 

⇒ 県 H30 年度 2 月補正 

 ～県 R元年度 2 月補正 

計 

 

 

7,284,194 千円 

国の H29 年度補正対応 

(H30. 2. 1 成立) 

⇒ 県 H29 年度 2 月補正 

 ～県 H30 年度 2 月補正 

計 

 

 

8,804,359 千円 

国の H28 年度補正対応 ⇒ 県 H28 年度 9 月補正 

 ～県 H29 年度 当初 

計 

 

 

9,060,300 千円 

国の H27 年度補正対応 ⇒ 県 H27 年度 2 月補正  

(H28. 1.20 成立) ～県 H28 年度 2月補正  

 計 10,044,512 千円 
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第７ ＥＰＡ及びＦＴＡのこれまでの動きと今後の見通し 

１ ＥＰＡ及びＦＴＡのこれまでの動き 

ＥＰＡ（経済連携協定：Economic Partnership Agreement）、ＦＴＡ（自由貿易協

定：Free Trade Agreement）は、２カ国または数カ国で、関税撤廃等、貿易のルール

を取り決めるものである。一方、ＷＴＯは、加盟国（160カ国・地域）間において、

貿易自由化等の共通のルールを決めるものである。 

日本は、これまで24カ国・地域と21の経済連携協定等が発行済・署名済である。 

最近では、令和４年（2022年）１月にＲＣＥＰ（※１）が発効し、現在はコロンビ

ア、日中韓、トルコ、ＧＣＣ（※２）と交渉中である。なお、カナダ、韓国とは交渉

中断中である。（図Ⅰ-3-(4)、表Ⅰ-3-(7)） 

 

※１：ＲＣＥＰ（東アジア地域包括的経済連携）…自由貿易協定（ＦＴＡ）をアジア域内で広

域化する構想。実現すれば、域内人口が約34億人、国内総生産（ＧＤＰ）が約20兆ドル

（約1,600兆円。世界の国内総生産（ＧＤＰ）の３割弱を占める。）の巨大な貿易経済圏

が誕生することとなる。 

※２：ＧＣＣ（湾岸協力会議）…ペルシャ湾岸６産油国で構成する地域協力機構で加盟国地域

における共通規制・経済発展・共通通貨・人的交流などの推進を目指して1981年に創設さ

れた。加盟国は、サウジアラビア、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）、クウェート、カター

ル、バーレーン、オマーンの６カ国。平成21年から交渉延期中。 

 

 

図Ⅰ-3-(4)各種経済連携協定交渉の枠組み 

離脱  
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  相手国 政府間交渉 大筋合意 協定署名 協定発効 

1 シンガポール H13. 1～ － 
H14.1 

(H19.3 改正) 
H14.11 

(H19. 9 改正) 

2 メキシコ H14.11～ － 
H16.9 

(H23.9 改正) 
H17.4 

(H24.4 改正) 

3 マレーシア H16. 1～ H17. 5 H17.12 H18．7 

4 チリ H18. 2～ H18. 9 H19. 3 H19. 9 

5 タイ H16. 2～ H17. 9 H19. 4 H19.11 

6 インドネシア H17. 7～ H18.11 H19. 8 H20. 7 

7 ブルネイ H18. 6～ H18.12 H19. 6 H20. 7 

8 アセアン全体 H17. 4～ H19. 8 H20. 4 H20.12 

9 フィリピン H16. 2～ H16.11 H19. 9 H20.12 

10 スイス H19. 5～ H20. 9 H21. 2 H21. 9 

11 ベトナム H19. 1～ H20. 9 H20.12 H21.10 

12 インド H19. 1～ H22. 9 H22.10 H23. 8 

13 ペルー H21. 5～ H22.11 H23. 5 H24. 3 

14 オーストラリア H19. 4～ H26. 4 H26. 7 H27. 1 

15 モンゴル H19. 5～ H26. 7 H27. 2 H28. 6 

16 ＴＰＰ１２ H19. 12～ H27.10 H28. 2  

17 ＴＰＰ１１ H29. 5～ H29.11 H30. 3 H30.12 

18 ＥＵ H19.10～ H29.12 H30. 7 H31. 2 

19 米国 H30. 9～ R1. 8  R1.10  R2. 1 

20 英国 R2. 6～ R2. 9 R2.10 R3. 1 

21 ＲＣＥＰ H19. 9～ R2.10 R2.11 R4. 1 

22 コロンビア H19. 6～ EPA 

23 日中韓 H19. 7～ FTA 

24 トルコ H19.11～ EPA 

25 ＧＣＣ H18. 9～ FTA(交渉延期中で 2024 年再開予定) 

中断 カナダ H19. 8～ EPA(交渉中断中） 

中断 韓国 H15.12～ EPA（平成 16 年 11 月以降、交渉中断） 

表Ⅰ-3-(7) 日本のＥＰＡ・ＦＴＡを巡る状況 

 

２ ＥＰＡ・ＦＴＡの今後の動向 

現在（令和５年（2023年）２月時点）、政府は、コロンビア、日中韓、トルコ、

ＧＣＣと交渉中だが、合意に至ったものから順次、署名・発効手続きを進めていく

ものと思われる。 

また、日中韓ＦＴＡについては「ＦＴＡ交渉の加速」で方向性は一致していた

が、令和元年（2019年）11月以降、実現に向けた明確な協議の進展はなかった。し

かしながら、令和６年（2024年）５月27日の日中韓首脳会議で、「FTAの実現に向

け、交渉を加速していくための議論を続ける」と明記した共同宣言が発出されてお

り、動向を注視する必要がある。 

 
 
発
効
又
は
署
名 
済 

交
渉
中 
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第２章 多彩な担い手の育成・確保（農業経営環境の変化） 

 

第１節 就業構造の変化 

 

第１ 農家の就業構造 

（農業経営体の減少及び高齢化つづ

く） 

本県の農業経営体は減少傾向に

あり、令和２年(2020年)は平成27

年(2015年)より約37,500人減少

し、112,286人となった。 

年齢別にみると、「30～59歳」が

約14,600人減しており、次いで

「65歳以上」が約8,600人減となっ

た。（図Ⅱ-1-(1)） 

 

 

農業経営体の年齢構成割合をみ

ると、｢65歳以上｣の割合が増加

し、全体の44.3％を占めた。その

他の年齢構成の割合は、いずれも

減少しており、高齢化が鮮明にな

った。（図Ⅱ-1-(2)） 

 

 

 

 

 

 

 

農業経営体：①、②又は③のいずれかに該当する事業を行う者。 

① 経営耕地面積が30ａ以上の規模の農業 

② 農作物の作付面積又は栽培面積、家畜の飼養頭羽数又は出荷羽数、 

その他の事業の規模が基準以上の農業 

③ 農作業の受託の事業 

 
  

 
 

図Ⅱ-1-(1) 農業経営体 年齢別世帯員数の推移 

資料）農林水産省「農林業センサス」 

 
 
 

図Ⅱ-1-(2) 農業経営体の割合  

資料）農林水産省「農林業センサス」 
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第２ 農業労働力の動向 

（農業従事者の減少、基幹的農業従事者の高齢化が進む） 

農業従事者数（15歳以上の農家世帯員で過去１年間に自営農業に従事した者）は

引き続き減少しており、令和２年（2020年）は平成27年(2015年)より約23,200人減少

し、79,336人となった。（表Ⅱ-1-(1)） 

表Ⅱ-1-(1)  農業従事者の推移 

 資料）農林水産省「農林業センサス」 
 ※農業就業人口は令和２年（2020 年）よりデータの公表がない。 

 

基幹的農業従事者（ふだんの主な状態が農業に従事していた者）は減少が続いて

おり、令和２年（2020年）は平成27年（2015年）より20.5％減の51,827人となった。 

一方で農業従事者のうち基幹的農業従事者の占める割合は増加傾向にあり、令和

２年(2020年)は平成27年(2015年)より1.7ポイント増加し65.3％となった。 

（表Ⅱ-1-(2)） 
表Ⅱ-1-(2)農業従事者数の推移 

資料）農林水産省「農林業センサス」 

 

年齢別では、65歳以上の層が

全体の６割以上を占め、人数は

31,780人となった。 

（図Ⅱ-1-(3)） 

 

  

 
図Ⅱ-1-(3) 年齢別の基幹的農業従事者割合の推移 
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第３ 認定農業者の動向 

（認定農業者数は減少傾向） 

地域農業を担う認定農業者の認定状況

をみると、令和４年度末 (2022年度末)

で9,906経営体が認定されている。 

平成29年度(2017年度)以降は、減少傾

向が続いている。 

なお、認定農業者に占める法人経営体

数は、令和４年度末 (2022年度末)で

1,098経営体（11.1％）となっており、

毎年増加している。（図Ⅱ-1-(4)） 

認定農業者数を地域別でみると、令和

４年度末 (2022年度末)において、八代地域

が最も多く、熊本、菊池、玉名、八代の４地域が1,000経営体を超えた。（図Ⅱ-1-

(5)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、令和４年度末 (2022年度末)の

認定農業者の主な経営類型は、多い順

に、複合経営3,542経営体（37.6％）、

施設野菜2,472経営体（26.2％）、畜産

1,029経営体（10.9％）、果樹類806経営

体（ 8.6 ％）、露地野菜 530経営体

（5.6％）となった。（図Ⅱ-1-(6)） 

 

 

 

 

 
図Ⅱ-1-(6) 営農類型別の認定状況 

 

資料）県農林水産部調べ（データは年度末の数値） 

図Ⅱ-1-(4) 認定農業者数の推移 
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資料）県農林水産部調べ（データは年度末の数値）

注）市町村認定分のみで県・国認定は含まない 

 

図Ⅱ-1-(5) 地域振興局別の認定状況 
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第４ 農業法人の動向 

（農業法人数はやや増加） 

農業経営の法人化は、経営の多角化や安定化を図る有効な手段であることから、

法人化推進に取り組んできた。令和４年度末(2022年度末)の農業法人数は、前年度か

ら39法人増加し、1,329法人となった。（図Ⅱ-1-(7) ） 

農業法人を形態別にみると、株式会社が677法人（50.9％）と最も多く、次いで株

式会社（特例有限会社）371法人(27.9％)、農事組合法人207法人（15.6％）となって

いる。 

第５ 地域営農組織の動向 

（地域営農組織数はほぼ前年度並み） 

本県の土地利用型農業は、生産コストの低減や効率的な土地利用を図るため、地

域の実状に応じた地域営農組織づくりが進められている。 

地域営農組織数の推移をみると、令和４年度末（2022年度末）で373組織となり、

ほぼ前年度並みとなった。 

形態別では、協業組織が230組織と前年度から２組織減少した一方で、法人は前年

から１組織増加し、143組織と増加傾向となっている。 

（図Ⅱ-1-(8)） 

また、地域別では、阿蘇地域が77組織で最も多く、次いで菊池地域64組織、球磨

地域52組織の順となった。 

（図Ⅱ-1-(9)） 

資料）県農林水産部調べ（データは年度末の数値） 

注）その他は合資会社や一般社団法人等を含む    注２）合同会社はH22度から調査開始 

図Ⅱ-1-(7) 農業法人の推移 
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 資料）県農林水産部調べ（データは年度末の数値） 
H30 年度調査から共同利用組織及び受託組織は除外 

図Ⅱ-1-(8) 地域営農組織数の推移 

図Ⅱ-1-(9) 地域別地域営農産組織数 

 資料）県農林水産部調べ（データは令和４年度末の数値） 
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第６ 企業等の農業参入の動向 

（企業等の農業参入はやや増加） 

 企業等の農業参入については、 

平成 21年（2009年）の改正農地 

法の施行により、企業等の農業 

参入が容易になったことから、 

県内各地で企業等の農業参入が 

増加している。 

 参入状況としては、平成 21年 

度（2009 年度）から令和４年度

（2022 年度）までの 14 年間で合

計 253 件となった。（前年比＋13

件） 

（図Ⅱ－1－(10)） 

 

 

営農面積は、893.8haとなり、 

地域農業において新たな担い手    

としての役割を果たしている。 

（前年比＋132.3ha） 

（図Ⅱ－1－（11）） 

 

 

 

業種別では飲食・食品関連業 

が多く、原料の調達や販売を行 

うほか、加工施設の設置など６ 

次産業化を展開する企業がみら 

れる。 

（図Ⅱ－1－(12)） 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ-1-(10) 企業等参入件数 

資料）県農林水産部調べ 

 

図Ⅱ-1-(11) 営農面積の推移 

 

資料）県農林水産部調べ 

 

 

図Ⅱ-1-(12)  業種別内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料）県農林水産部調べ 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

49.8 

166.0 
194.9 

274.1 
296.1 

364.1 
423.0 

509.6 
561.2 

627.0 
673.8

747.0 761.5
893.8

0

50

100

150

200

250

300

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
4 8 12 15 20 27 31 35 42 43 50 54 54 54
8 22 38 56

78
93 107 124 136 147 158

178 186 199

うち県内企業等

うち県外企業等

－ 20 －

第
２
章
多
彩
な
担
い
手
の
育
成･

確
保
（
農
業
経
営
環
境
の
変
化
）



 

 

- 21 - 

第７ 農業後継者の確保状況 

（新規就農者はやや減少） 

令和４年(2022 年)５月～令和５年(2023 年)４月（令和５年度調査）の新規就農者

数は 402 人となり、前期より 24 人減少した。内訳をみると、新規学卒就農者が前期

より 1人減の 41人、Ｕターン就農者が 2人減の 93 人、農外からの新規参入者は 9人

増の 86 人となった。また、農業法人への就職就農や農業参入企業に雇用された新規

雇用就農者は、前期より 30人減の 182 人となった。（図Ⅱ-1-(13)） 

 

新規学卒就農者数の内訳をみる

と、高校卒が15人、県立農業大学校

卒が10人で、あわせて全体の61％を

占めている。 

（図Ⅱ-1-(14)） 

 

 

 

 

 

高校卒就農者数の内訳をみると、

農林関係高校卒業者は、６人で40％

となった。 

（図Ⅱ-1-(15)） 

 

 

 

 

 

図Ⅱ-1-(13) 新規就農者数の推移 

 
（資料）県農林水産部､県農業会議「青年農業者・新規就農者実態補完調査」 

（注：H29.5月以降のデータ(新規学卒・Ｕターン・新規参入)は実態に即して分類の精査・調整を実施） 

図Ⅱ-1-(14) 新規学卒就農者数の推移 

 
（資料）県農林水産部､県農業会議 

「青年農業者・新規就農者実態補完調査」 
 
図Ⅱ-1-(15) 高校卒就農者数の推移 

（資料）県農林水産部､県農業会議 
「青年農業者・新規就農者実態補完調査 

12

2

11 9 8 9

12

6

8 12

4
6

15

8

19
21

12

0

5

10

15

20

25

30

35

H29.5～H30.4 H30.5～H31.4 R1.5～R2.4 R2.5～R3.4 R3.5～R4.4 R4.5～R5.4

（人）

農林関係高校卒

その他

31

－ 21 －

第
２
章

多
彩
な
担
い
手
の
育
成･

確
保
（
農
業
経
営
環
境
の
変
化
）



 

 

- 22 - 

（青年農業者数は横ばい） 

25歳以下の青年農業者数は、令和５年度（2023年）は405人（男350人、女55人）

となった。 

(図Ⅱ-1-(16)） 

地域別には、八代地域が88人（21.7％）と最も多く、次いで菊池地域68人

（16.8％）、熊本地域55人（13.6％）となっており、この3地域で全体の52.1％を占め、

他の地域に比べ多くの青年農業者が確保されている。 

（図Ⅱ-1-(17)） 

図Ⅱ-1- (16) 青年農業者の推移 

 
（資料）県農林水産部､県農業会議 

「青年農業者・新規就農者実態補完調査」 

図Ⅱ-1-(17) 地域別青年農業者数 

 
（資料）県農林水産部､県農業会議 

「青年農業者・新規就農者実態補完調査」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料）県農林水産部調べ（H21.3 月末現

在） 

表Ⅱ-1-(4) 地域別認定農業者数 

資料）県農林水産部調べ（H21.3 月末現

在） 

表Ⅱ-1-(4) 地域別認定農業者数 
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第８ 女性の経営参画と社会参画の状況 

（家族経営協定締結農家数は 

わずかに減少） 

家族経営協定は、女性の経

営参画や就業環境の整備な

ど、家族農業経営の発展を図

ることを目的として推進して

きた。令和４年度末(2022年

度)の締結数は3,878戸とな

り、前年に比べ82戸減少し

た。 

（図Ⅱ-1-(18)） 

 また、令和４年度末(2022年度)

に新たに家族経営協定を締結・再

締結した取り決めの内容は、「労

働時間・休日」、「農業面の役割

分担」、「労働報酬」、「農業経

営の方針決定」、「生活面の役割

分担」の順となった。 

（図Ⅱ-1-(19)） 

（農業委員に占める女性の 

割合はわずかに増加） 

 令和５年度(2023年度)の女性

農業委員数は、前年度より6人

増加し、91人となった。 

また、農業委員に占める女性

の割合は、16％で前年度に比べ

わずかに増加した。（図Ⅱ-1-

(20)） 

図Ⅱ-1-(18) 家族経営協定締結農家数の推移 

資料）県農林水産部調べ（データは年度末の数値） 

資料）県農林水産部調べ 

資料）県農業会議調べ（令和５年９月１日現在） 

図Ⅱ-1-(20) 女性農業委員数と農業委員に占める女性 
の割合の推移 
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（女性認定農業者数はわずか

に増加、夫婦共同申請数はや

や増加） 

 女性の認定農業者数をみ

ると、女性単独申請数が令和

４年度(2022年度)で189経営

体となっており、前年度に比

べ５経営体増加している。 

夫婦による共同申請数は、

令和４年度 (2022年度 )は

1,284経営体で前年度に比べ

55経営体増加した。 

（図Ⅱ-1-(21)） 

 

 

 

 

第９ 農業分野における外国人材雇用状況 

（外国人労働者は大幅増加） 

農業・林業分野での外国人労

働者数は、新型コロナ感染拡

大に伴う水際対策強化の影響

で、令和３年度は減少が、令

和４年３月以降の入国規制緩

和以降は再び増加。令和５年

(2023年)10月末現在では前年

に比べ788人増加し、4,616人

となった。なお、このうち約

78％にあたる3,615人は、技

能実習生が占めている。 

（図Ⅱ-1-(23)） 

また、令和元年(2019年)４

月から創設された「特定技

能」の農業分野は、令和５年

（2023年）12月末時点で1,842

人となっている。 

図Ⅱ-1-(21) 認定農業者制度における女性の単独申請 

及び夫婦共同申請数の推移 

資料）県農林水産部調べ（データは年度末の数値） 

注）令和２年度以降の値は、市町村認定と県認定の合計値 

資料）熊本労働局「外国人雇用状況」の届出状況集計結果

（毎年 10月末の数値） 

図Ⅱ-1-(23) 農業・林業分野の外国人労働者数 
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第２節 経営構造の変化 

第１ 農家の動向 

（引き続き販売農家の減少進む） 

農家数の動向をみると、総農家数は後継

者の減少や高齢化の進展により減少傾向に

あり、令和２年(2020年)は平成27年(2015

年)より約10,500戸（18.1％）減少し、

47,879戸となった。 

内訳を見ると、販売農家は一貫して減少

傾向にあり、令和２年(2020年)の販売農家

数は平成 27年 (2015年 )より約 7,600戸

（19.0％）減少し32,529戸、自給的農家は

これまで増加傾向にあったが、令和２年

(2020年)は約3,000戸(16.2％)減少し、

15,350戸となった。（図Ⅱ-2-(1)） 

販売農家を主副業別分類でみると、令和

２年(2020年)は平成27年(2015年)に比べ主

業、副業ともに減少した。主業農家は約

2,900戸（21.9％）減少し10,812戸、準主

業農家は約3,000戸（44.5％）減少し3,731

戸、副業農家は約1,400戸（7.2％）減少し

18,073戸となった。 

また、販売農家における構成割合は、副

業農家が55％を占め、主業農家は33％、準

主業農家は11％となった。 

（図Ⅱ-2-(2)） 

販売農家戸数を経営耕地面積規模別にみ

ると、令和２年(2020年)は平成27年(2015

年)より5.0ha以上の農家層がわずかに増加

した。 

構成割合を見ると、1.0ha未満の農家が

46.1％を占める一方、3.0ha以上の農家

は、全体の17.5％となっており、依然とし

て小規模経営の割合が高かった。（図Ⅱ-2-

(3)） 

図Ⅱ-2-(1) 農家数の推移 

資料）農林水産省「農林業センサス」 

図Ⅱ-2-(2) 主副業別経営体数の推移 

資料）農林水産省「農林業センサス」 

図Ⅱ-2-(3) 経営耕地規模別農家戸数の 
    推移（販売農家） 

資料）農林水産省「農林業センサス」 
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第２ 経営組織 

（単一経営農家が約８割を占める） 

販売農家を農業経営組織（営農形態）別にみると、単一経営農家（主位部門の総

販売額が80％以上の農家）は、令和２年(2020年)は24,413戸と全体の約８割を占めて

いる。 

部門別にみると、兼業農家のウエイトが比較的高い稲作単一経営が10,706戸と最

も多く、次いで果樹単一経営が4,369戸となった。 

複合経営農家については、減少傾向にあり、土地利用率の低下と重ね合わせると、

単作化が進んでいることが考えられる。（表Ⅱ-2-(1)） 

 

第３節 主業農家の動向 

 

（引き続き主業農家の減少進む） 

本県の主業農家（農業所得が主

で65歳未満の農業従事60日以上の

者がいる農家）数は、令和２年

(2020年)で10,812戸となっており、

北海道・青森に次ぐ戸数となって

いるが、農業従事者の高齢化によ

り、平成27年度(2015年)に比べて

21.9%（3,024戸）減少した。（図

Ⅱ-3-(1)） 

表Ⅱ-2-(1) 経営組織別農家戸数の推移（販売農家） 

資料）農林水産省「農林業センサス」 

注）単一経営農家とは農産物の販売収入１位の部門の販売額が総販売額の80％以上を占めるも

のをいう。 

複合経営農家とは、同割合が80％未満であるものをいう。 

準単一複合経営農家とは複合経営農家のうち、同割合が60～80％を占めるものをいう。 

資料）農林水産省「農林業センサス」、「農業構造動態調査」 

図Ⅱ-3-(1) 主業農家戸数(販売農家)の推移 
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露 地 野 菜 千戸 1.4 1.3 1.6 1.5 1.5 △ 1.0 3.8 △ 1.3 0.0

花 き ・ 花 木 千戸 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 △ 2.1 △ 2.3 △ 2.6 △ 3.0

果 樹 類 千戸 6.5 5.5 4.9 4.7 4.4 △ 3.3 △ 2.3 △ 0.8 △ 1.3

畜 産 千戸 2.1 2.1 1.9 1.8 1.8 0.0 △ 2.0 △ 1.1 0.0

養 蚕 千戸 － － － － － － － － －

そ の 他 千戸 － 0.3 － 1.1 1.0 － － － －

千戸 18.1 14.5 12.2 9.7 7.1 △ 4.3 △ 3.4 △ 4.5 △ 6.0

準単一経営農家 千戸 14.5 11.1 9.3 7.4 － △ 5.2 △ 3.5 △ 4.5 －

R2
増減（△）年率（％）

販売のあった農家数

単一経営農家

複合経営農家

22 2717区分 H12年単位
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第４節 耕地及び地価の動向 

第１ 耕地面積の動向 

（耕地面積は緩やかに減少） 

令和５年（2023年）の耕地面積は

104.3千haで、前年に比べ、1.6千ha

の減少となった。田は64.0千haで、

前年に比べ0.9千ha減少し、畑（樹

園地及び牧草地含む）は40.3千ha

で、前年に比べ、0.7千ha減少し

た。 

（図Ⅱ-4-(1)、巻末表Ⅱ-4-(3)(4)） 

次に、農地転用面積についてみる

と、平成12年（2000年）との比較で

は転用面積が大幅に減少している。

令和３年（2021年）は前年度に比べ

約40ha増加し、256haとなった。 

（図Ⅱ-4-(2)） 

第２ 農地移動の動向 

（農地の権利移動面積はかなりの程度減少） 

耕作目的の農地の権利移動の動向を見ると、農地法及び農業経営基盤強化促進法

（以下「基盤強化法」）による権利移動の令和３年（2021年）の総面積は、前年から約

500ha減の5,688haとなった。（図Ⅱ-4-(3)) 

そのうち、基盤強化法による権利移動が約89％（5,052ha）となっている。(図Ⅱ-

4-(4)) 

また、基盤強化法によるもののうち、権利の種類の占める割合で見てみると、賃

借権設定及び使用貸借による権利設定が全体の約93％を占めている。（図Ⅱ-4-(4)) 

図Ⅱ-4-(1) 耕地面積の推移 

資料）農林水産省「耕地及び作付面積統計」

注）四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある。 

図Ⅱ-4-(2) 農地転用面積の推移 

資料）県農林水産部「農地権利移動・借賃等調査」
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前年に比べ0.9千ha減少し、畑（樹

園地及び牧草地含む）は40.3千ha

で、前年に比べ、0.7千ha減少し

た。 

（図Ⅱ-4-(1)、巻末表Ⅱ-4-(3)(4)） 

次に、農地転用面積についてみる

と、平成12年（2000年）との比較で

は転用面積が大幅に減少している。

令和３年（2021年）は前年度に比べ

約40ha増加し、256haとなった。 
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第２ 農地移動の動向 

（農地の権利移動面積はかなりの程度減少） 

耕作目的の農地の権利移動の動向を見ると、農地法及び農業経営基盤強化促進法

（以下「基盤強化法」）による権利移動の令和３年（2021年）の総面積は、前年から約

500ha減の5,688haとなった。（図Ⅱ-4-(3)) 

そのうち、基盤強化法による権利移動が約89％（5,052ha）となっている。(図Ⅱ-

4-(4)) 

また、基盤強化法によるもののうち、権利の種類の占める割合で見てみると、賃

借権設定及び使用貸借による権利設定が全体の約93％を占めている。（図Ⅱ-4-(4)) 

図Ⅱ-4-(1) 耕地面積の推移 

資料）農林水産省「耕地及び作付面積統計」

注）四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある。 

図Ⅱ-4-(2) 農地転用面積の推移 
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図Ⅱ-4-(3) 耕作目的農地の権利移動の推移   図Ⅱ-4-(4) 農業経営基盤強化促進法に 
                             係る権利移動 

資料）県農林水産部「農地権利移動・借賃等調査」  資料）県農林水産部「農地権利移動・借賃等調査」 

 

 

（農地の集積面積は着実に増加） 

 耕作を目的とした農地の売買や利用権設定による貸借等の新たに発生した権利

移動（農地集積）は、令和４年度（2022年度）は1,253haとなり、平成24年度

（2012年度）から令和４年度（2022年度）の11カ年累計は23,380haとなった。（図

Ⅱ-4-(5) ） 

図Ⅱ-4-(5) 農地集積の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料）県農林水産部調べ 
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また、賃借権の設定期間を見ると、

３年～６年の契約が過半を占める傾向

にあり、令和３年（2021年）では約

57％を占めている。 

（図Ⅱ-4-(6)） 

（農地の価格は下落） 

令和５年（2023年）の耕作目的の農

地価格は、純農業的な地域である「都

市計画法による市街化区域の線引きが

行われていない市町村の農用地区域

内」における県平均の農地価格で表す

と、10ａ当たり中田で79.2万円、中畑

で51.1万円となっており、対前年比で

それぞれ1.7％、1.5％下落している。 

（図Ⅱ-4-(7)） 

図Ⅱ-4-(6) 期間別賃借権設定面積 

資料）県農林水産部「農地権利移動・借賃等調査」 

図Ⅱ-4-(7) 田畑売買価格の推移 

資料）県農業会議「田・畑売買価格等に関する調査」 
注）農用地区域内の自作地を自作地として売買する場合の価格 
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にあり、令和３年（2021年）では約
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第３ 耕作放棄地の動向 

（耕作放棄地における再生困難な農地の割合は約7割） 

令和４年（2022年）の耕作放棄地の面積は、11,921ha。「再生利用が可能な農地」が32％、 

「再生利用が困難と見込まれる農地」が68％となっている。（図Ⅱ-4-(8) ） 

図Ⅱ-4-(8) 耕作放棄地の推移 

資料）農林水産省「荒廃農地の発生・解消状況に関する調査」 

注）各項目の数値は表示単位未満を四捨五入しているため、合計は一致しない場合がある。 

注）令和４年度より、一部地域の調査手法を精査 
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第５節 農業投資及び金融の動向

第１ 農業固定資産の動向

（農業固定資産額は大幅に増加）

農業固定資産の動向を見ると、

令和４年（ 年）の個人経営

体当たりの農業固定資産額（土

地を除く）は、建物・構築物、

自動車・農機具、植物・動物の

全てで増加し、農業固定資産額

全体は大幅に増加した（前年比

％）した。（図Ⅱ ）

第２ 農業農村整備投資の動向

（国のＮＮ（注）事業関係予算と連動し、本県のＮＮ投資額も横ばい）

本県のＮＮ投資額は、平成２年度（ 年度）以降、経済対策やＵＲ関連対策等

を実施し、平成 年度（ 年度）までは増加したものの、それ以降は公共予算の削

減などの影響もあり、減少傾向にあった。

近年は、国のＮＮ事業関

係予算は横ばい傾向にある

ことから、本県のＮＮ投資

額についても、同様に横ば

い傾向にある。令和５年度

（ 年度）のＮＮ投資額

は、前年度より 億円減

（前年度比 ）の 億円

となった。

（図Ⅱ ）

図Ⅱ 農業固定資産額（個人経営体当たり）の推移

資料）農林水産省「農業経営統計調査」九州平均値

注）農業固定資産とは、農業に係る有形固定資産のうち土地を除いた合計
（自動車・農機具、建物・構築物、植物・牛馬）をいう。

注） 以降は個人経営体（青色申告を行っている経営体）の数値。

資料）県農林水産部調べ

注）ＮＮとは、「農業農村整備」の略称。

注）県予算のうち、土地改良費と農地防災事業費を集計したものであり、

多面的機能支払交付金等のソフト事業やその他単県事業を含む。
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第３ スマート農業機械の普及の動向

（環境制御機器やドローン等の導入は増加）

県では、担い手減少が進む中、Ｐ（価格）・Ｑ（生産量）・Ｃ（コスト）の最適化

による「稼げる農業」の加速化に向け、「農作業の効率化」、「収量・品質の向上」、

「誰もが実践可能な農業技術」の３つの視点で、スマート農業技術や機械を活用した

現地実証、試験研究、若い世代への啓発を展開しながら、次世代型農業先進県を目指

している。

生産現場では、生産コストの低減や高付加価値化による収益性向上に向けた施設整

備や機器の導入が進んでいる。

１ 施設園芸 環境制御機器

ほ場やハウス内外の環境（温湿度、日射量、CO₂濃度等）を各種センサーで自動測

定し、タブレット等において確認ができ、自動で天窓の開閉やかん水等を実施するこ

とができる。令和５年度（ 年度）は の施設で導入された（表Ⅱ ）

表Ⅱ 環境制御機器を導入した施設数及び面積

導入した施設数（棟）

年度 元 ２ ３ ４ ５ 計

トマト －

ナス － － －

キュウリ － － － － － － － －

イチゴ － － － － － － － －

ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ － － － － － － －

年計

導入した施設面積（ ）

トマト －

ナス － － －

キュウリ － － － － － － － －

イチゴ － － － － － － － －

ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ － － － － － － －

年計

図Ⅱ 環境制御機器

資料）県農林水産部調べ 
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２ 作物 ドローン

農薬や肥料の散布が可能なドローンは、取扱いが容易で比較的安価であることから、

地域営農組織や個人での導入が進んでいる。（表Ⅱ ）

表Ⅱ ドローンの導入状況（累計）

資料）県農林水産部調べ

３ 畜産 ロボット

搾乳ロボットは、酪農において欠かせない作業である搾乳作業を自動で行う装置。

自動給餌器とセットになっており、乳牛がエサを求めて搾乳ロボット内に入ることで

搾乳が開始される。また、哺乳ロボットは、子牛に自動でほ乳作業を行う。県内にお

いてはＲ４年末時点で搾乳ロボットが 台導入されている。（表Ⅱ ）

表Ⅱ 畜産分野のロボット・装置の導入状況

名 称 元 ２ ３ ４

搾乳ロボット 台 台 台 台 台 台 台 台

ほ乳ロボット 台 台 台 台 台 台 台 台

資料）県農林水産部調べ

名 称 １ ２ ３ ４ ５ 用 途（効 果）

ドローン 台 台 台 台 台 米麦等の病害虫防除

図Ⅱ ドローンによる散布

図Ⅱ 畜産分野で導入が進むロボット

（ほ乳ロボット）（搾乳ロボット）

－ 33 －

第
２
章

多
彩
な
担
い
手
の
育
成･

確
保
（
農
業
経
営
環
境
の
変
化
）



- 34 - 

第４ 農業金融の動向 

農業制度資金の承認等実績

は、平成３年（1991年）をピー

クに減少傾向が続いた後、平成

19年度（2007年度）から平成29

年度（2017年度）にかけては前

向き資金における認定農業者向

けの金利負担軽減措置等の効果

もあり、増加傾向で推移してい

たが、令和２年度（2020年度）

は新型コロナウイルス対策緊急

支援資金等の貸付けにより前年

度比129%増で推移した。令和３

年度（2021年度）は、前年度比73%に減少したものの新型コロナウイルス感染

症発生前の令和元年度とほぼ同水準で、令和４年度（2022年度）及び令和５

年度（2023年度）は高い水準で推移している。 

また、既存の運転資金である日本政策金融公庫の農林漁業セーフティネッ

ト資金の貸付実績は約24億円であった。（図Ⅱ-5-(4)、巻末表Ⅱ-5-(2)） 

１ 農業近代化資金 

（物価高騰等により貸付けは大幅に減少） 

農業近代化資金の令和５年度（2023年度）の承認実績は、燃油や資材等の価格の

高騰を背景に設備投資の時機をうかがう傾向があり、前年度より大幅に減少した。

（前年比76.6%）。（巻末表Ⅱ-5-(2)） 

２ 日本政策金融公庫資金 

（農業経営基盤強化資金（スーパーＬ資金）の貸付けが大幅に増加、運転資金である

農林漁業セーフティネット資金は高水準で推移） 

令和５年度（2023年度）における農業経営基盤強化資金（スーパーＬ資金）の貸

付実績は前年比約118％と大幅に増加した。 

運転資金である農林漁業セーフティネット資金の貸付実績は、前年比約40％と大

幅に減少したものの、コロナ発生前の令和元年度と比較すると依然として高水準で推

移した。（巻末表Ⅱ-5-(2)） 

３ 農業経営負担軽減支援資金・畜産特別資金 

（負債整理資金の貸付けはなし） 

令和５年度（2023年度）の負債整理資金について、農業経営負担軽減支援資金、

大家畜・養豚特別支援資金及び畜産経営体質強化支援資金の貸付実績はなかった。

（巻末表Ⅱ-5-(2)） 

図Ⅱ-5-(4) 農業制度資金承認等実績の推移 

資料）県農林水産部調べ

16 23 22 22
51 43 37 37 29

24 21 37

96

122
168

128

183
174

4 2
12

2

10

6

1

1

5

2

19

6

7

0

0

50

100

150

200

250

H12 H17 H22 H27 R1 R2 R3 R4 R5

（億円）

農業近代化資金

公庫資金

負債整理資金

災害等対策資金

その他資金
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第３章 農産物の生産、流通及び価格の動向 
 

第１節 生産、流通及び価格の動向 

 

第１ 作付面積及び飼養頭羽数の動向 

（令和４年（2022年）の作付面積は、ほぼ前年並み） 

作付面積の動向について、農林水産省「農作物作付（栽培）延べ面積及び耕地利用

率」によると、令和４年（2022年）は前年から100ha（前年比（以下同）0.1％）増加

して、ほぼ前年並みの104,500haとなった。 

作目別にみると、水稲は、米消費量の減少を踏まえたＷＣＳ用稲等への作付転換が

進んだことにより、前年から1,000ha（同3.1％）減少し、31,300haとなった。 

麦類は前年から400ha（同5.5％）増加し、7,900haとなった。 

（表Ⅲ-1-(1)） 

表Ⅲ-1-(1) 作物別作付面積の推移 

 
資料）農林水産省「農作物作付（栽培）延べ面積及び耕地利用率」 

注）H28までの「その他作物」は、雑穀・豆類（そば及びそれ以外の雑穀、大豆、小豆、いんげん、らっかせい及びそ

れ以外の豆類の乾燥子実用を含む）、野菜（とうもろこし、えんどう、そらまめ、大豆、いんげん等の未成熟用、

ばれいしょを含む。）、かんしょ、果樹、工芸作物、飼肥料作物、桑、花き、花木、種苗等。H28までの品目は主

なものを記載しているため、合計値は一致しない。 

注）R1からの「稲」は水稲、「その他作物」は、陸稲、かんしょ、小豆、いんげん、らっかせい、果樹、茶、野菜、花 

き、飼料作物等。 
 

H12～H17 H17～H22 H22～H27 H27～R2 R2～R3 R3～R4

千 ha 123.8 116.7 112.1 109.6 105.0 104.4 104.5 ▲ 1.2 ▲ 0.8 ▲ 0.5 ▲ 0.9 ▲ 0.6 0.1

〃 44.0 42.6 39.5 35.6 33.3 32.3 31.3 ▲ 0.6 ▲ 1.5 ▲ 2.1 ▲ 6.5 ▲ 3.0 ▲ 3.1

〃 5.5 6.7 6.3 6.7 7.2 7.5 7.9 4.0 ▲ 1.2 1.3 6.9 4.9 5.5

〃 74.2 67.5 66.3 67.2 64.5 64.6 65.3 ▲ 1.9 ▲ 0.3 0.3 ▲ 4.0 0.1 1.1

〃 － － － － 3.1 3.2 3.4 － － － － 2.2 5.3

〃 74.2 67.5 66.3 67.2 61.4 61.4 61.9 ▲ 1.9 ▲ 0.3 0.3 ▲ 8.6 0.0 0.8その他作物

麦類

稲・麦類以外

大豆・そば・なたね

R2 R3 R4
増減率

作 付 面 積

稲

H27H22H17H12区分 単位
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令和４年（2022年）の作物

別作付面積の割合をみると、

稲の占める割合が作付面積の

30％となっている。(図Ⅲ-1-

(1)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（熊本県の耕地利用率は、ほぼ前年並み） 

耕地利用率（耕地面積に対する作付延面積の割合）をみると、令和４年（2022年）

は前年より1.6ポイント増加し、ほぼ前年並みの98.7％となった。 

田畑別にみると、令和４年（2022年）の田は、前年より3.0ポイント増加し、

114.0％となった。一方、畑は前

年 か ら 0.5 ポ イ ン ト 低 下 し 、

74.4％となった。 

これまで、耕地利用率は、従事

者不足や高齢化の進行等により、

低下傾向であったが、平成22年度

（2010年度）から創設された戸別

所得補償制度や、飼料用米や稲発

酵粗飼料（ＷＣＳ）用稲などへの

作付け転換の進展を受けて、近

年、田の耕地利用率は増加傾向に

ある。(図Ⅲ-1-(2)) 

 

 

 

図Ⅲ-1-(1) 作物別作付面積割合の推移 

資料）農林水産省「農作物作付(栽培)延べ面積及び耕地利用 

率」 

注）四捨五入のため、合計は合わない場合がある 

注）H29から、全国調査の範囲を変更したため、作物対象が 

異なる。 

注）R1からの「その他作物」は、陸稲、かんしょ、小豆、いん 

げん、らっかせい、果樹、茶、野菜、花き、飼料作物等。 

 

図Ⅲ-1-(2) 耕地利用率の推移  

 

資料）農林水産省「農作物作付（栽培）延べ面積及び耕地

利用率」 

36 37 35 32 32 31 30

4 6 6 6 7 7 8

61 62 62

15 13 14 14

12 12 11 10

5 5 4
3

21 21 24 28

6 7 6 6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

H12 H17 H22 H27 R2 R3 R4

その他

稲

麦類

野菜

果樹

工芸作物

飼肥料
作物

その他

98.7%
96.9%

95.5% 96.1% 96.2% 97.1%
98.7%

107.3% 106.6%
105.1%

107.9%
109.4%

111.0%
114.0%

86.4%

82.3% 81.0%

77.3%
75.2% 74.9% 74.4%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

H12 H17 H22 H27 R2 R3 R4

田

田畑合計

畑
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（飼養頭羽数は肉用牛、ブロイラー、採卵鶏がやや増加、一方、飼養戸数はすべての

畜種で減少） 

家畜の飼養頭数をみると、乳用牛は、平成17年度（2005年度）後半から平成19年度

（2007年度）にかけて行われた生乳の減産型計画生産を受けて減少していたが、平成

23年（2011年）に回復して以降増減を繰り返し、令和５年（2023年）は、前年と比べ

0.5％増加して43,800頭となった。肉用牛は前年と比べて4.1％増加し139,100頭とな

った。 

飼養戸数は、飼養者の高齢化等により減少傾向となっており、乳用牛では、前年に

比べ5.5％減少し467戸となった。また、肉用牛では、前年に比べ3.7％減少し2,090戸

となった。 

(表Ⅲ-1-(2)) 

 

 

表Ⅲ-1-(2)家畜飼養頭数の推移 

  

資料） 農林水産省「畜産統計（2月1日現在）」、熊本県畜産統計（ブロイラー（H23年まで）） 

注）県畜産統計は、H23年以前の調査時点は、各年の12月31日。 H24年以降は、農林水産省の調査時点と併

せて、2月1日に実施。 

注）ブロイラーはH23年までは、熊本県畜産統計の値を記載。H25年以降は、農林水産省の調査値を採用。

(農林水産省がH25年から調査を開始）。H24は、農林水産省の公表データ（調査時点）と考えを統一する

ため、記載なしとした。 

注）豚、採卵鶏及びブロイラーは、平成17年以降、農林業センサス実施年は調査を休止。 

 

 

H12～H17 H17～H22 H22～H27 H27～R2 R2～R3 R3～R4 R4～R5

乳 用 牛 千頭 51.9 50.1 42.5 44.5 44.4 43.8 43.6 43.8 ▲ 0.7 ▲ 3.2 ▲ 1.1 ▲ 0.0 ▲ 1.4 ▲ 0.5 0.5

肉 用 牛 千頭 145.0 149.2 149.8 125.0 132.3 134.7 133.6 139.1 0.6 0.1 4.6 1.1 1.8 ▲ 0.8 4.1

豚 千頭 288.2 295.8 － － － 349.5 339.4 338.0 0.5 － － － － ▲ 2.9 ▲ 0.4

採 卵 鶏 千羽 3,591 2,884 － － － 1,876 2,521 2,586 ▲ 4.3 － － － － 34.4 2.6

ブロイラー※ 千羽 2,666 3,059 3,861 － － 4,217 3,848 3,969 2.8 4.8 － － － ▲ 8.8 3.1

乳 用 牛 戸 1,100 958 729 631 519 508 494 467 ▲ 2.7 ▲ 5.3 3.7 ▲ 3.8 ▲ 2.1 ▲ 2.8 ▲ 5.5

肉 用 牛 戸 5,610 4,440 3,520 2,750 2,350 2,280 2,170 2,090 ▲ 4.6 ▲ 4.5 6.4 ▲ 3.1 ▲ 3.0 ▲ 4.8 ▲ 3.7

豚 戸 400 326 － － － 156 146 143 ▲ 4.0 － － － － ▲ 6.4 ▲ 2.1

採 卵 鶏 戸 120 94 － － － 39 38 35 ▲ 4.8 － － － － ▲ 2.6 ▲ 7.9

ブロイラー※ 戸 85 90 105 － － 68 67 63 1.1 3.1 － － － ▲ 1.5 ▲ 6.0

R5R3R2区 分 単位 H12 H17
増減（▲）年率（％）

飼
養

戸
数

飼
養
頭
羽
数

H22 H27 R4
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第２ 農産物価格及び農業生産資材価格の動向 

（農産物価格指数は、前年からわずかに上昇） 

令和４年（2022年）の農産物価格指数（全国値、令和２年（2020年）を100とする）

は、野菜や花き類等の価格の上昇により、前年と比べ1.4％上昇し102.2となった。 

主な品目別にみると、米は民間在庫量が比較的高い水準で推移し、価格が低下した

こと等により、前年から7.4％低下し、82.0となった。野菜は、たまねぎ、だいこん

等が天候不順の影響により出荷量が減少し、価格が上昇したこと等により、前年から

9.8％上昇し、106.2となった。花き類は、新型コロナウイルス感染症対策の緩和によ

るイベント需要が高まり価格が上昇したこと等により、前年から8.7％上昇し、117.2

となった。畜産は高病原性鳥インフルエンザの記録的な発生の影響により大幅に上昇

した一方、子牛の価格が低下したことなどから前年から0.3％低下し、105.3となっ

た。（表Ⅲ-1-(3)） 

表Ⅲ-1-(3) 類別農産物価格指数の推移 

 

資料）農林水産省「農業物価指数」（R2=100）  

注）主要作目のみ掲載。H12年、17年、22年、27年については、R2年の数値を100として再計算。 

（農業生産資材価格指数は、かなりの程度上昇） 

令和４年（2022年）の農業生産資材価格指数（全国、令和２年（2020年）を100と

する）は、昨年同様、飼料、肥料等の価格が上昇したことにより、前年から9.3％上

昇し、116.6となった。（表Ⅲ-１-(4)） 

表Ⅲ-1-(4) 類別農業生産資材価格指数の推移 

資料）農林水産省「農業物価指数」（R2=100）  

注）主要作目のみ掲載。H12年、17年、22年、27年については、R2年の数値を100として再計算。 

H12～H17 H17～H22 H22～H27 H27～R2 R2～R3 R3～R4

82.4 82.2 83.7 90.1 100 100.8 102.2 △ 0.0 0.4 1.5 2.1 0.8 1.4

米 101.5 93.2 87.6 77.6 100 88.6 82.0 △ 1.7 △ 1.2 △ 2.4 5.2 △ 11.4 △ 7.4

野 菜 76.1 79.6 91.6 101.1 100 96.7 106.2 0.9 2.8 2.0 △ 0.2 △ 3.3 9.8

果 実 65.8 59.7 71.3 75.1 100 100.9 101.4 △ 1.9 3.6 1.0 5.9 0.9 0.5

花 き 類 93.1 97.5 96.0 98.9 100 107.8 117.2 0.9 △ 0.3 0.6 0.2 7.8 8.7

工 芸 作 物 145.7 128.4 107.2 105.3 100 113.4 113.1 △ 2.5 △ 3.5 △ 0.4 △ 1.0 13.4 △ 0.3

畜 産 70.9 77.5 77.3 98.0 100 105.6 105.3 1.8 △ 0.1 4.9 0.4 5.6 △ 0.3

H12

農産物 総合

区 分 R2 R3
増減（△）年率（％）

H27H22 R4H17

H12～H17 H17～H22 H22～H27 H27～R2 R2～R3 R3～R4

78.7 80.8 88.8 98.2 100 106.7 116.6 0.5 1.9 2.0 0.4 6.7 9.3

種苗・苗木 83.4 84.7 86.6 94.8 100 101.5 104.0 0.3 0.4 1.8 1.1 1.5 2.5

畜産用動物 61.0 71.3 63.4 94.0 100 105.9 96.2 3.2 △ 2.3 8.2 1.2 5.9 △ 9.2

肥 料 67.3 69.4 92.0 101.2 100 102.7 130.8 0.6 5.8 1.9 △ 0.2 2.7 27.4

飼 料 63.0 70.8 82.0 102.1 100 115.6 138.0 2.4 3.0 4.5 △ 0.4 15.6 19.4

農 薬 90.0 86.5 95.4 97.8 100 100.2 102.9 △ 0.8 2.0 0.5 0.4 0.2 2.7

光 熱 動 力 71.6 83.0 94.0 100.9 100 112.3 127.3 3.0 2.5 1.4 △ 0.2 12.3 13.4

農 機 具 93.6 91.2 95.6 97.7 100 99.9 100.9 △ 0.5 0.9 0.4 0.5 △ 0.1 1.0

建 築 資 材 81.7 78.1 83.8 94.3 100 113.0 133.3 △ 0.9 1.4 2.4 1.2 13.0 18.0

賃借料･料金 90.1 89.7 92.5 96.3 100 100.8 102.3 △ 0.1 0.6 0.8 0.8 0.8 1.5

R4
増減（△）年率（％）

生産資材総合

H17区 分 H12 H22 R2 R3H27
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（農業交易条件は、前年からかなりの程度低下） 

令和４年（2022年）は農産物価格指数、農業生産資材価格指数ともに上昇したが、

後者の上昇幅の方が大きく、農業交易条件指数（農業生産の有利性を示す数値で高い

ほど有利とされる）は前年に比べ6.8ポイント減少し、87.7となった。（図Ⅲ-1-

(3)(4)） 

 

図Ⅲ-1-(3) 農産物価格指数と農業生産資材価格指数の推移 

  
資料）農林水産省「農業物価指数」 

 

 

図Ⅲ-1-(4) 農業の交易条件指数の推移 

  
資料）農林水産省「農産物価格指数」 

注１）交易条件指数＝農産物価格指数÷生産資材価格指数 
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第３ 農業産出額及び生産農業所得 

１ 令和４年（2022年）農業産出額 

（令和４年（2022年）の農業産出額は、前年からわずかに増加） 

令和４年（2022年）の農業産出額は、米や工芸作物が減少した一方で、畜産や野菜、

花きが増加したため、前年比35 億円増（1.0%増）の3,512 億円となった。 

また、全国順位は前年と同じ５位、九州では順位を一つ上げ２位となった。 

 

品目別では、米は前年より25 億円(8.33％)減少し、277億円となった。作付面積の

減少及び気象の影響により、作況指数が96と低下したこと、コロナ禍の影響で生じた

県産米の需要減少、在庫増加に伴う価格低下により、産出額はかなりの程度減少した。 

  

野菜は前年より62億円（5.2％）増加し、1,248億円となった。 

 気象の影響で全国的にトマト及びいちごの供給量が少なく、需要の高まりに伴う価

格上昇等により。産出額はやや増加した。 

 

花きは、前年より13億円（13.8％）増加し、107億円となった。 

コロナ禍からの回復に伴う需要増加による価格上昇等により産出額はかなり大きく

増加した。 

 

畜産は、前年より５億円（0.4％）増加し、1,323億円となった。 

豚は、飼養頭数が減少した一方、価格は、コロナ禍の巣ごもり需要の影響により、

過去３年間の平均価格を上回る価格で推移した。 

一方、乳用牛は、飼養頭数の減少に加え、コロナ禍の影響により子牛価格が低下し

たことにより減少し、畜産全体の産出額はわずかに増加した。 

（図Ⅲ-1-(5)、表Ⅲ-1-(5)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 40 －

第
３
章

農
産
物
の
生
産
、
流
通

及
び
価
格
の
動
向



 

- 41 - 

表Ⅲ-1-(5) 各品目の農業産出額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅲ-1-(5) 農業産出額及びその内訳の推移 

 
資料）農林水産省「生産農業所得統計」 

3,358 

3,102 3,071 
3,348 3,407 

3,477 3,512 

1,039
961

1,113

1,273
1,221

1,186
1,248

842 

921 

935 

1,155 
1,192 

1,318 
1,323 

561

448

351 360 361

302 277

368

318 323
263

338

362 362

121 104 98

106 86 94 107

212
171

115

96 79 89 73 0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

H12 H17 H22 H27 R2 R3 R4

部門別産出額
(億円）

総額
（億円）

軸ラベル合計 野菜 畜産 米 果実 花き類 工芸作物

H12 H17 H22 H27 R2 R3 R4

561 448 351 360 361 302 277

1,039 961 1,113 1,273 1,221 1,186 1,248

368 318 323 263 338 362 362

121 104 98 106 86 94 107

212 171 115 96 79 89 73

842 921 935 1,155 1,192 1,318 1,323

3,358 3,102 3,071 3,348 3,407 3,477 3,512

年次

農

業

産

出

額

米

野 菜

果 実

花 き 類

工 芸 作 物

畜 産

合計
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２ 令和４年（2022年）生産農業所得 

（令和４年（2022年）の生産農業所得は、わずかに減少） 

 令和４年（2022年）の生産農業所得は、前年より39億円（2.6％）減少し、1,446億

円となった。また全国順位は前年と同じく４位、九州では２位となった。（図Ⅲ-1-

(6)） 

 

３ 令和５年（2023年）主要品目の動向 

 米は、作付面積の減少により生産量が前年からやや減少したものの、東日本の米主

産地での不作により価格が上昇し、産出額は増加傾向となった。 

 野菜は、夏期の高温や冬期の寒波など全国的な気象災害の発生による国内生産量の

減少により、主要品目全般の単価が高く、産出額は増加傾向となった。 

 果樹は、みかんや不知火類が前年に比べ生産量が多く（表年）、特にみかんが品質

良好で単価が高かったことから、産出額は増加傾向となった。 

 花き類は、キクやトルコギキョウで生産者の減少等により生産量が減少したものの、

カスミソウや洋ランでは気象災害の影響等を受けず生産量が増加したため、産出額は

前年並みとなった。 

 工芸作物は、いぐさの作付面積が前年より減少したものの、単価が上昇したことか

ら、産出額は増加傾向となった。 

 畜産は、肉用牛において枝肉価格や子牛価格が低下し、乳用牛は飲用向け生乳取引

価格が引き上げられ単価が上昇した。豚肉は、国産の引き合いが高く堅調に高値で推

移し、鶏肉・鶏卵は、高病原性鳥インフルエンザにより全国的に生産量が減少し単価

が大幅に上昇したことから、畜産の産出額は総じて増加傾向となった。 

図Ⅲ-1-(6) 農業産出額及び生産農業所得の推移 

 

資料）農林水産省「生産農業所得統計」 

3,358
3,102 3,071

3,348 3,407 3,477 3,512

1,424

1,136 1,080
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1,495 1,485 1,446
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0
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第４ 農業生産性の動向 

（令和４年（2022年）の労働生産

性と資本生産性はかなり減少。土

地生産性はかなり増加） 

労働生産性（農業労働10時間あ

たりの付加価値額）は、前年より

10.5％減少し、8,439円となった。 

（図Ⅲ-1-(7)） 

 

土地生産性（経営耕地10aあたり

の付加価値額）については、前年

より9％増加し、108,664円となっ

た。 

（図Ⅲ-1-(8)） 

 

また、資本生産性（農業固定資

本1,000円あたりの付加価値額）

は、前年より12.2％減少し、440円

となった。 

（図Ⅲ-1-(9)） 

 

なお、平成16年（2004年）から

の農業生産性の動向は、国の農業

経営統計調査の見直しにより、平

成15年（2005年）までのデータと

の累年的データの比較ができない

ものとなった。これは、農業収支

は農家全体を計上するものの、農

業以外については農業経営に関与

する世帯員（就学者を除く当該農

業従事日数60日以上の者）が関わ

る収支のみを計上したためであ

る。 

さらに、令和４年からは個人経

営体のうち青色申告を行っている

経営体の数値となっている。 

 

 

図Ⅲ-1-(7) 労働生産性の推移 

 

資料）農林水産省「農家経済調査」「農業経営統計調査」 

 注）農業労働10時間あたりの付加価値額である。 

   ※H29以降は九州平均値（県別データの公表なし） 

   ※R4以降は個人経営体（青色申告を行っている経営 

体）の数値。 
 

図Ⅲ-1-(8) 土地生産性の推移 

 
資料）農林水産省「農家経済調査」「農業経営統計調査」 

 注）経営耕地10aあたりの付加価値額である。 

   ※H29以降は九州平均値（県別データの公表なし） 

※R4以降は個人経営体（青色申告を行っている経営 

体）の数値。 

 
図Ⅲ-1-(9) 資本生産性の推移 

 
資料）農林水産省「農家経済調査」「農業経営統計調査」 

 注）農業固定資本1,000円あたりの付加価値額である。 

   ※H29以降は九州平均値（県別データの公表なし） 

   ※R4以降は個人経営体（青色申告を行っている経営 

体）の数値。 
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第５ 食料自給率の動向 

（令和３年度（2021年度）の本県の食料自給率はカロリーベースで58％、生産額ベー

スで159％） 

我が国のカロリーベース総合自給率は、平成10年（1998年）以降40％前後で推移し

てきており、依然として食料の海外への依存度が高い状況にある。 

令和３年度（2021年度）の本県における総合食料自給率について、カロリーベース

は、前年度から３ポイント増加し58ポイントとなった。  

また、生産額ベースでは、前年度から４ポイント減少し159ポイントとなった。

（表Ⅲ-1-(6)） 

 

表Ⅲ-1-(6) 本県食料自給率の推移 

 
資料）農林水産省「食料需給表」、「生産農業所得統計」、「作物統計」、総務省「国勢調査」、「推計人口」 

注）品目別自給率＝国内品目別自給率×県生産量割合÷県人口割合として県で試算（人口割合は、各年10月1日現

在）。米、小麦、大豆は収穫量、その他は農業産出額（野菜はいも類を除く）、牛乳は、飲用向けとし、国内

自給率を100％として試算した。 

※R３の値については、概算値。全国値のみ、確定値。 

※※R４の値については、全国値（概算値）のみ公表。R４品目別自給率は、全国値（確定値）公表後に試算予定。 
 
 

県の推計である品目別自給率に関して、米及び野菜の自給率は、本県の生産額は減

少したものの国全体の生産額も減少したことから、前年より米で５ポイント、野菜で

６ポイント上昇した。 

果実の自給率は、生産額が増加したため、前年より５ポイント上昇した。 

牛乳、牛肉及び豚肉の自給率は、生産額の増加により、前年から牛乳で７ポイント、

牛肉で22ポイント、豚肉で17ポイント上昇した。 

熊本県は、全都道府県の中でも、カロリーベースで全国18位、生産額ベースで全国

８位に位置しており、米、野菜、牛乳、牛肉等の品目で自給率が100％を超えるなど、

食料供給県として国民生活を維持するうえで重要な役割を果たしているといえる。 

（表Ⅲ-1-(7)、 (8)） 

単位 H12年度 17 22 27 R2 R3※ R4※※

カ ロ リ ー ベ ー ス 61 58 61 58 55 58

（全国） (40) (40) (39) (39) (37) (38) (38)

生 産 額 ベ ー ス 155 153 155 152 163 159

（全国） (71) (70) (70) (66) (67) (63) (58)

米 156 148 163 155 142 147

小 麦 16 20 10 14 19 24

大 豆 10 6 9 5 7 6

野 菜 276 264 283 303 315 321

果 実 137 133 115 98 107 112

牛 乳 238 257 244 252 270 277

牛 肉 131 191 179 161 142 164

豚 肉 143 118 116 120 124 141

鶏 卵 139 112 106 116 125 127

区　分

総

合

自

給

率

％

品

目

別

(

重

量

・

金

額

)

ベ

ー

ス
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表Ⅲ-1-(7) 食料自給率（R3カロリーベース） 

 

資料）農林水産省「都道府県別食料自給率」 

表Ⅲ-1-(8) 食料自給率（R3生産額ベース） 

 

資料）農林水産省「都道府県別食料自給率」 

 

順位 都道府県名 食料自給率

1 北海道 223

2 秋　田 204

3 山　形 147

4 青　森 120

5 新　潟 109

…

15 宮　崎 64

16 島　根 63

16 鳥　取 61

18 熊　本 58

19 長　野 52

20 滋　賀 49

…

…

45 神奈川 2

46 大　阪 1

順位 都道府県名 食料自給率

1 宮　崎 286

2 鹿児島 271

3 青　森 240

4 北海道 220

5 岩　手 197

6 山　形 175

7 高　知 169

8 熊　本 159

9 長　崎 142

10 佐　賀 140

11 秋　田 138

12 鳥　取 129

13 長　野 120

…

45 神奈川 11

46 大　阪 5

47 東　京 2
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第２節 気象の動向と農業気象災害の発生状況 

 

第１ 気象の動向 

（平均気温は平年よりやや高く、年間降水量はかなり少なく、日照時間はやや多い） 
熊本地方の年平均気温は、18.1℃で、平年(17.2℃)より+0.9℃高かった。月別の

平年値と比較すると、それぞれ１月は＋0.2℃、２月は+1.1℃、３月は＋2.7℃、４月

は＋1.2℃、５月は＋0.3℃、６月は＋0.5℃、７月は＋0.7℃、８月は＋0.9℃、９月

は＋2.0℃、11月は＋0.6℃、12月は+0.8℃高く、10月は-0.5℃低かった。 

年間降水量は、1,801.5㎜で平年（2,007.0㎜）比89％とかなり少なかった。また、

９月は平年比29%、10月は同27％と大幅に少なかった。 

梅雨入り（九州北部地方）は５月29日ごろで平年（６月４日ごろ）より６日早く、

明けは７月25日ごろで平年（７月19日ごろ）より６日遅かった。 

日照時間は、2,101時間で平年(1,996時間)比105％とやや多かった。月ごとに平年

値と比較すると、１月は110％、３月は115％、４月は106％、５月は107％、９月は

110％、10月は123％、11月は125％と多く、２月は97％、６月は94％、７月は89％、

８月は92％、12月は94％と少なかった。 

台風は、８月に第６号が接近したものの、本年は九州への上陸はなかった。 

 
 

図Ⅲ-2-(1) 令和５年（2023年）の平均気温と日照時間月別推移（熊本地方） 

 

資料）気象庁「気象統計情報」 
 

 

図Ⅲ-2-(2) 平均気温と年降水量の年別推移（熊本地方） 

資料）気象庁「気象統計情報」 
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第２ 農業気象災害の発生状況 

（農業関係被害は約94億円） 

令和５年（2023年）1～12月の気象災害による農業関係被害額は、約94億円となっ

た。 

6月28日から7月3日にかけての大雨により、上益城、阿蘇、宇城地域を中心に農地

への土砂流入、畦畔崩壊等が発生し、被害額は約84億円となった（表Ⅲ-2-(1)）。 

 

 

 

表Ⅲ-2-(1) 農業気象災害の発生状況（令和5年（2023年）1～12月）【確定値】 

資料）県農林水産部調べ 

 

 
災害名 時期 農作物 

農業施設 

(ﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽ等) 

農地・ 

農業用施設 
計 

1 大雪･低温 1.24～1.25 4,566 8,903 0 13,469 

2 大雨 6.28～7.3 81,620 124,970 8,201,506 8,408,096 

3 台風第６号 8.9～10 13,544 4,892 940,700 959,136 

計 99,730 138,765 9,142,206 9,380,701 

（単位：千円） 
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第３節 新たな流通販売の促進  

 

第１ 県内及び県外流通 

（県内地方卸売市場における

県産青果物の取扱数量は約７割

程度で推移） 

熊本県内の地方卸売市場にお

ける令和５年（2023年）の県産

青果物の取扱数量は、野菜が

66％、果実が66％であり、近年

約７割程度で推移している。 

 (図Ⅲ-3-(1)) 

県産青果物は、一部を除いて

県外への出荷割合が高く、特に

トマト、すいか、メロン類、み

かん、不知火類（デコポン）

は、大消費地への出荷によって

産地が発展してきた経緯もあり、東京、大阪の市場において大きなシェアを占めてい

る。（表Ⅲ-3-(1)） 

 

また、流通・販売への影響力が更に高まると予想される量販店と連携し、産地理解

の促進と併せて、産地の意識を改革し、商品提案や情報発信に重点を置いた産地の体

制づくりに取り組んでいる。さらに、登録産品数が全国１位である地理的表示（GI）

登録産品などの特色ある農林水産物の大消費地への売り込みと、商品開発に向けた県

産農林水産物の魅力発信を行っている。 

 

図Ⅲ-3-(1) 県内の地方卸売市場における 
  県産青果物のシェア   

   

資料）熊本県卸売市場統計 
 

表Ⅲ-3-(1) 東京・大阪市場における取扱量の県産シェアと位置 （単位：トン、％） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
資料）東京：東京都中央卸売市場 市場統計情報、大阪：大阪市中央卸売市場年報 
注）トマト類はミニトマト等すべてのトマトを含む。なす類は、こなす、べいなす、ながなすの計。すいか 
類は小玉すいかも含む。みかんは、極早生、早生、普通、ハウスの計。 

67% 67% 63% 66% 66%
68% 65% 66% 67% 66%

0%

25%

50%

75%

100%

R1年 R2年 R3年 R4年 R5年

野菜 果実
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第２ 農畜産物輸出 

（令和４年度（2022 年度）の輸出額は過去最高を更新） 

輸出の取組みは、国内マーケットが縮小傾向にある中、新たな販路の開拓

と創出、国内市場の需給安定、輸出を通じたブランド価値の向上につながる

ものとして期待されている。 

県産農畜産物の輸出額は、毎年度増加しており、令和４年度（2022 年度）

輸出額についても、過去最高を更新し、約 44 億円となった。 

（図Ⅲ-3-(2)） 

品目別では、輸出額の６割以上を占める牛肉が、和牛人気を背景として台

湾向けを中心に増加している。また、いちごはアジアの安定した需要に支え

られ、台湾や香港向けが大幅に増加、メロンは海外でのニーズが高い赤肉メ

ロン等を中心に輸出が拡大し、アジア向けに加え、アメリカの輸出が開始さ

れた。（表Ⅲ-3-(3)） 

県では、輸出のすそ野を拡大させるための取組みとして、輸出事業者向け

セミナーの開催、輸出専門家による輸出事業者のステージに応じたアドバイ

スやサポート等を実施している。また、マーケットインの視点による新たな

市場開拓に向けて、海外シェフ等・商社等と連携し、海外シェフやバイヤー

の招へいや、商談会、現地小売店・飲食店でのフェア等を実施している。 

加えて、シンガポールに「熊本県アジア事務所」を、また香港に「熊本香

港事務所」を設置し、本県農林水産物等の輸出促進の支援等を行っている。 

さらに、県・市町村・関係団体で連携して、「くまもとうまかもん輸出支援

協議会」を設立し、県産品の輸出拡大に向けた情報交換や販促活動による「オ

ール熊本」での支援を実施している。 
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図Ⅲ-3-(2)  令和４年度（2022 年度）県産農林水産物等の輸出実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料）県観光戦略部調べ（県が輸出を把握している団体・業者への調査） 

 

表Ⅲ-3-(3) 令和４年度（2022 年度）農産物等の品目別・国別輸出状況 

資料）県観光戦略部調べ（県が輸出を把握している団体・業者への調査） 

米 かんしょ いちご 梨 メロン かんきつ 牛肉 牛乳 その他 加工食品 合計 合計（R3) 対前年度比
台湾 191 1,992 22,992 10,178 0 392 1,395,435 2,993 50,158 55,781 1,540,112 1,191,062 129%
香港 867 20,973 214,807 3,796 41,869 30,946 602,561 163,483 128,952 94,866 1,303,120 1,302,600 100%

アメリカ 2,344 0 7,667 0 209 0 335,909 0 0 222,362 568,491 617,219 92%
シンガポール 17,691 0 60,665 307 14,209 1,422 57,383 0 17,803 50,812 220,292 169,256 130%

中国 0 0 0 0 0 0 0 0 11,725 152,875 164,600 149,494 110%
タイ 0 0 66,325 0 0 0 43,443 2,367 3,528 22,922 138,585 130,602 106%

その他 541 0 12,719 80 834 0 299,037 0 1,960 177,792 492,963 302,839 163%
合計 21,634 22,965 385,175 14,361 57,121 32,760 2,733,768 168,843 214,126 777,410 4,428,163 3,863,072 115%

合計(R3) 18,942 15,724 213,836 15,764 42,709 49,374 2,226,904 181,616 222,873 875,330 3,863,072
対前年度比 114% 146% 180% 91% 134% 66% 123% 93% 96% 89% 115%
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第３ 農産加工と６次産業化 

（農産加工の技術や商品性は格段に進歩） 

本県では、農林水産業における所得の確保と雇用の創出を目指して、本県産の優

れた農林水産物を活用した付加価値の高い加工品づくりと、その流通・販売に取り

組む６次産業化の動きを支援し、新たなビジネスの展開や新産業の創出を図ること

としている。 

県内の６次産業化の取組みを強力に推進するため、平成 25 年度（2013 年度）から

「農山漁村発イノベーション熊本サポートセンター」を設置し、６次産業化に取り

組む事業者を支援している。 

その結果、令和６年(2024 年)２月末までに、県内 93 事業者が６次産業化・地産地

消法に基づく総合化事業計画の認定を受けており、認定事業者数は九州第２位、全

国第６位となっている。 

 さらに、本県では、良質な農産物を利用した特徴ある加工食品づくりに取り組む

比較的小規模の加工組織等も活発に活動しており、令和４年（2022年）には組織数 

660 、販売額 417億円となった。（表Ⅲ-3-(4)(5)） 

このような動きを支援するために、消費者ニーズを捉えた個性ある商品開発・改

良を推進するとともに、優秀な加工食品の発掘・ＰＲに向けて、隔年で農産物加工

食品コンクールを開催している。令和４年度（2022年度）は、県内各地から21団体

30点の出品があり、加工技術や商品性等は格段に進歩している。さらに、その金賞

受賞商品は、令和５年度（2023年度）「優良ふるさと食品中央コンクール」の国産

畜水産品利用部門において、（一財）食品産業センター会長賞を受賞している。     

（表Ⅲ-3-(6)(7)） 

令和元年度（2019年度）からは６次産業化の取り組みを更に推進するため、異業

種連携による商品開発や販路開拓を支援し、６次産業化に取り組む人材の育成を行

った。 

 
 
表Ⅲ-3-(4) 農産物加工所数の推移 

項目 単位 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3  R4 

加工組織数 件 780 840 880 910 910 900 950 860 660 

資料）農林水産省 ６次産化総合調査 
※調査対象：農産物の加工を営む農業経営体及び農業協同組合等が運営する農産物加工場 

 

 

表Ⅲ-3-(5) 農産物加工所販売額の推移   

項目 単位 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 

販売額 百万円 32,884 37,182 35,600 37,988 37,836 37,819 40,032 40,770 41,736 

資料）農林水産省 ６次産業化総合調査 

 
 
 
 

－ 51 －

第
３
章

農
産
物
の
生
産
、
流
通

及
び
価
格
の
動
向



- 52 - 

表Ⅲ-3-(6) 県農産物加工食品コンクール（隔年開催）出品数の推移 

項目 単位 
H18 年

（度） 
H20 H22 H24 H26 H28 H30 R2 R4 

出品数 点 27 23 52 56 88 33 49 27 30 

資料）県農林水産部調べ 

 

 

表Ⅲ-3-(7) 全国優良ふるさと食品中央コンクール受賞作品 

年度 受 賞 名 受 賞 作 品 受 賞 組 織 

H21 農林水産省総合食料局長賞 ドライトマト 
八代地域農業協同組合 ドレミ館トマト加工

研究会 

H22 農林水産省総合食料局長賞 お米でつくったデコシフォン 加工所みかん屋さん 

H23 （財）食品産業センター会長賞 ばんぺい柚味噌 生活研究グループ 鮎帰会 

H24 （財）食品産業センター会長賞 野菜で作ったラスク （有）阿蘇健康農園 

H25 農林水産省食料産業局長賞 ASOMILK 飲むヨーグルト （有）阿部牧場 

H26 （財）食品産業センター会長賞 キイ子ばあちゃんのつぼん汁 （株）あさぎり・フレッシュフーズ 

H27 （一財）食品産業センター会長賞 上天草の和風だし 上天草農林水産物ブランド推進協議会 

H28 農林水産大臣賞 阿蘇タカナード 阿蘇さとう農園 漬物工房まんまミーア！ 

H29 農林水産省食料産業局長賞 おっげんしゃー 一二海 

H30 農林水産省食料産業局長賞 きのこ南蛮 きくちの母ちゃん 

R1 農林水産省食料産業局長賞 鶏塩たまご麺 マツヤマエッグファーム 

R2 （一財）食品産業センター会長賞 パストラミビーフ （株）山の未来舎 

R3 農林水産省大臣官房長賞 薏苡仁糖（よくいにんとう） 肥後はとむぎ会日月亭 

R4 農林水産省大臣官房長賞 にんにく農家が作った焼肉のたれ 山之一 

R5 （一財）食品産業センター会長賞 ヨーグルトディップ＋１ （株）オオヤブデイリーファーム 

 

資料）県農林水産部調べ 
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第４ 農林水産物の輸送問題（物流の2024年問題）に対する対応 

（効率的な輸送体制の構築に取り組む） 

平成31年（2019年）４月改正の「働き方改革関連法」により、令和６年（2024

年）４月１日からトラックドライバーに時間外労働時間の上限規制が適用される。 

「持続可能な物流の実現に向けた検討会」（経済産業省・国土交通省・農林水産

省）において示された株式会社ＮＸ総合研究所の調査では、物流効率化に取り組ま

なかった場合、2019年比で最大14.2％（農林水産業では32.5％）の輸送能力不足が

起こると試算されている。（図Ⅲ-3-(4)） 

本県は農産物輸送の98％以上をトラック輸送に頼っており、当問題への対応は喫

緊の課題となっている。 

そこで、平成30年度から熊本県農協青果物輸送改善協議会が行うモーダルシフト

やレンタルパレットによる輸送試験に対して支援を行ってきたところ。 

令和５年（2023年）６月に、国において「物流革新に向けた政策パッケージ」及

び「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガ

イドライン」が公表され、荷待ち・荷役作業時間の削減など、荷主が取り組むべき

事項が明示された。 

これを受けて、本県では関係機関連携会議及び輸送問題セミナーを開催し、農林

水産団体の関係者と課題や対策の共有を図るとともに、令和５年度９月補正予算で

県産農産物県外輸送効率化緊急支援事業を計上し、各農業協同組合等を対象に、各

産地での出荷体制強化に向けた協議の場づくりや各選果場での機器・資材の導入、

モーダルシフトの実証などを緊急的に支援した。 

さらには、令和６年度以降の物流業務の効率化・合理化や商慣行の適正化に向け

た取組みを支援するため、令和５年度２月議会において熊本県農産物輸送効率加速

化緊急支援事業を創設した。 

今後も引き続き、発荷主、着荷主、物流事業者が連携して効率的な輸送体制を構

築し、県産農産物の安定供給を維持していく必要がある。 

図Ⅲ-3-(4) 「物流の2024年問題」の影響 

資料）株式会社 NX 総合研究所試算（2022 年 11 月） 
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第４節 水稲、麦、大豆の生産、流通及び価格の動向 

 

第１ 水稲の生産、流通及び価格の動向 

１ 米の生産動向 

本県は稲作振興として、「需要に応じた米の生産」という消費者・市場重視の考

えのもと、安全安心な米づくりを基本に、多様な自然条件を最大限に活用し、農家の

創意工夫や主体性を発揮しつつ、地域の特色を生かした「売れる米産地」づくりに取

り組んだ。 

 

（令和５年産（2023年産）水稲作付 

面積はやや減少） 

本県の水稲作付面積は、主食用米及

び新規需要米の作付面積は、1,300ha

減少し、30,000haとなった。 

（図Ⅲ-4-(1)、巻末表Ⅲ-4-(1)） 

 

（県オリジナル品種「くまさんの輝

き」の面積拡大） 

水稲の品種別作付割合は、令和５年

産（2023 年産）ではヒノヒカリ約

43％、森のくまさん約 12％、コシヒ

カリ約 11％、くまさんの輝き約 10％

と、４品種で約 75％を占めている。 

熊本県育成水稲新品種「くまさん

の輝き」の令和５年産（2023年産）

作付面積は2,910haで、前年より大

幅に増加した（前年比215％）。今

後も熊本県産米のリーディング品種

として高品質・良食味生産を行って

いく。 

また、業務用多収品種「やまだわ

ら」の令和５年産（2023年産）作付

面積は205haで、やや増加した（前

年104％）。 

なお、多収品種については、今後

も品種特性を生かし、多収低コスト

生産を推進していく。 

（図Ⅲ-4-(2) 、巻末表Ⅲ-4-(2)） 

図Ⅲ-4-(1) 水稲作付面積の推移 

 

 資料）農林水産省「作物統計」 

図Ⅲ-4-(2) 主要品種の作付シェア（R5） 

 

資料）農林水産省「作物統計」及び県農林水産部調べ 
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（特別栽培米の定着） 

消費者の安全安心志向の高まりを受

け、農林水産省特別栽培農産物に係る表

示ガイドラインに基づく特別栽培米の作

付は平成22年度（2010年度）をピークに

減少傾向にある。令和４年産（2022年

産）は5,721haと前年並みとなり、水稲

作付面積に対する割合は約19％と前年並

みで推移している。 

（図Ⅲ-4-(3)、巻末表Ⅲ4-(1)） 

（「県北・森のくまさん」で特Ａランク評価） 

令和５年産（2023年産）米の食味ランキングでは、昨年「Ａ」評価だった県北

「森のくまさん」が特Ａ評価を獲得した。県北「ヒノヒカリ」、県北「くまさんの輝

き」、県南「くまさんの輝き」は「Ａ」評価、県北「コシヒカリ」は「Ａ′」評価だ

った。（表Ⅲ-4-(1)、巻末表Ⅲ-4-(3)）  

（令和５年産（2023年産）米粉用米・飼料用米の作付面積はやや減少） 

主食用米需要の減少に伴い、新規需要米等への作付け転換を図る生産者が増加し

ていたが、同じ水田利用型作物である、ＷＣＳ、大豆の作付面積が増加しており、令

和５年産（2023年産）の米粉用米作付面積については309ha（前年比86％）、飼料用

米作付面積は1,646ha（前年比 98％）となり、ともに減少した。(図Ⅲ-4-(4)、巻末

表Ⅲ-4-(4)） 

 令和４年産（2022年産）の生産集出荷数量については、米粉用米は作付面積が大幅

に増加（前年比120％）したことに伴い、2,070ｔ(前年比114％)とかなり大きく増加

した。飼料用米についても、作付面積が大幅に増加（前年比129％）したことに伴い、

生産集出荷数量は9,194ｔ(前年比131％)と大幅に増加した。(図Ⅲ-4-(5)、巻末表Ⅲ-

4-(4)、(5)） 

図Ⅲ-4-(3) 農林水産省ガイドラインに 
基づく特別栽培米の推移 

 

資料）県農林水産部調べ 

表Ⅲ-4-(1) 米の食味ランキングの推移  

 

資料）一般財団法人 日本穀物検定協会発表 
  注）「くまさんの輝き」は参考品種としての評価（H28、H29）。H30～R2 は要件を満たしてい

ないため出品なし。R3 は地域区分なしで出品。 

地区名・品種名 H28 H29 H30 R元 R２ R３ R４ R５

県北・ヒノヒカリ 特Ａ 特Ａ 特Ａ Ａ Ａ 特Ａ Ａ Ａ

県北・コシヒカリ Ａ Ａ Ａ 特Ａ Ａ Ａ Ａ  Ａ’

県北・森のくまさん  Ａ’ 特Ａ Ａ 特Ａ Ａ Ａ Ａ 特Ａ

県北・くまさんの輝き 特Ａ 特Ａ － － Ａ Ａ

県南・くまさんの輝き Ａ Ａ
Ａ

6,355 
6,848 

6,264 
5,779 5,756 5,745 5,721 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

H17 H22 H27 R1 R2 R3 R4

（ha）
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（令和５年産（2023年産）水稲の作柄

は、作況指数「104」の“やや良”） 

熊本県における令和５年産（2023年

産）水稲の作柄は、６月下旬から７月

上旬が平年に比べ日照不足で、生育が

抑制されたものの、７月下旬から８月

中旬の日照時間が確保され、もみ数は

「平年並み」となり、９月以降はおおむ

ね天候に恵まれ、登熟が良好となった

ことから、10ａ当たり収量は518kg、収

穫量（子実用）は15万5,400ｔとなった。 

 なお、農家等が使用しているふるい目ベースの作況指数は104の“やや良”で、各

作柄表示地帯別では、県北地帯は作況指数105の“やや良”、阿蘇地帯は作況指数101

の“平年並み”、県南地帯は作況指数102の“やや良”、天草地帯は作況指数102の

“やや良”となった。 

地域別では、収穫量は八代地域が21,630tで最も多く、次いで熊本地域

（21,600t）、玉名地域（20,610t）となっている。 

10ａ当たり収量は、熊本地域が542kgで最も高く、次いで鹿本地域(536kg）、菊池

地域（533㎏）の順となっている。（図Ⅲ-4-(6) 、巻末表Ⅲ-4-(6)） 

 

 

 

   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

資料）農林水産省「新規需要米の取組計画認定状況」、「新規需要米生産集出荷数量」 

図Ⅲ-4-(6) 水稲収穫量の推移   

 
資料）農林水産省「作物統計」 
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図Ⅲ-4-(4) 米粉・飼料用米作付面積の
推移 

図Ⅲ-4-(5) 米粉・飼料用米生産 
集出荷数量(実績) 
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（1等比率は低迷） 

県産米の１等の割合は、近年では、高温が原因での白未熟粒や充実不足の発生で、

中生品種を中心に品質が低下し、令和６年（2024年）3月末現在では32.2％となって

いる。９月中旬の台風14号通過に伴う強風・乾燥に見舞われた前年産と比較すると、

3.7ポイント上昇した。 (図Ⅲ-4-(7)) 

品種別では、平坦地域中心に作付けされている「ヒノヒカリ」及び「森のくまさ

ん」の一等米比率は前年より上昇した。耐暑性をもつ「くまさんの輝き」及び「くま

さんの力」についても、一等米比率は前年より上昇した。 

(図Ⅲ-4-(8) 、巻末表Ⅲ-4-(7)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図Ⅲ-4-(7) 水稲うるち上位等級率の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
資料）農林水産省「作物統計」 
   令和 5年産は R6年 3月末現在の速報値 

図Ⅲ-4-(8) 近年の水稲主要品種の上位等級率の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料）農林水産省「作物統計」 

     令和 5年産は R6年 3月末現在の速報値 
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２ 稲作の生産性及び収益性 

（生産費は大幅に減少） 

水稲の10ａ当たり生産費(副産

物価額差引)は、令和４年産

（2022年産）では92,965円と大幅

に減少した（前年比84％）。 

これに、支払利子及び支払地

代を加えた支払利子・地代算入

生 産 費 は 96,883 円 （ 前 年 比

85％）、自己資本利子及び自作

地地代を加えた全算入生産費は

108,241円（前年比83％）とな

り、大幅に減少した。 

主な費目の動向としては、建物費（前年比51.5％）及び土地改良及び水利費（前

年比62％）、農業薬剤費（前年比83％）、農機具費（前年比84％）が大幅に減少した。 

また、費用合計（97,156円）に占める費目別構成割合は、労働費が30.9％で最も

高く、農機具費が20.0％、賃借料及び料金が16.6％の順となっており、この３費目で

生産費の約70％を占めている。 

（図Ⅲ-4-(9)、巻末表Ⅲ-4-(8)） 

 

 

 

（労働時間はかなり大きく減少） 

 10a当たり投下労働時間は、令

和４年産（2022年産）では21.2時

間で前年に比べ3.8時間減少した

（前年比85％） 

また、投下労働時間に占める家

族労働時間は、18.6時間で、前年

に比べ、4.3時間減少した（前年比

81％）。 

（図Ⅲ-4-(10)、巻末表Ⅲ-4-(9)） 

 

 

 

 

 

 

図Ⅲ-4-(9) 水稲 10a 当たり費用別生産費の推移 

 
資料）九州農政局調べ 

図Ⅲ-4-(10) 水稲10a当たり投下労働時間 

 

   資料）九州農政局「米生産費（販売農家）」 
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（所得は大幅に増加） 

令和４年産（2022年産）の10ａ当たり粗収益は、主要産地では作況が平年並み

（全国水稲作況指数101）、熊本県における収量は平年に比べやや少ない（熊本県水稲

作況指数96）状況で、97,082円（前年比95％）とやや減少した。 

このことから、10ａ当たり所得は22,730円となり、所得率は23.4％と大幅に増加

した。 

（図Ⅲ-4-(11)、巻末表Ⅲ-4-(9)） 

また、10ａ当たり家族労働報酬は1,140円と前年に比べ大幅に増加した。 

（図Ⅲ-4-(12)、巻末表Ⅲ-4-(9)） 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅲ-4-(11) 水稲の粗収益・所得・所得率 

 

資料）九州農政局「米生産費（販売農家）」 

図Ⅲ-4-(12) 水稲10a当たり家族労働報酬 

 

  資料）九州農政局「米生産費（販売農家）」 
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３ 流通の動向 

（１）集荷・販売の状況 

（農協集荷割合はやや増加） 

本県の令和４年産（2022年産）主食用米

の生産量156,800tに対して､農協の集荷数

量割合は49.5％（前年比96％）とやや減少

し、このうち農協直売は31.0％、経済連へ

の販売委託は18.5％であった。 

また、主食集荷組合の集荷数量割合は 

1.4％であった。農家直売等（直売、農家

消費、無償譲渡等）割合は49.1％となっ

た。 

（図Ⅲ-4-(13)、 巻末表Ⅲ-4-(1)) 

 

 

（２）全国の民間在庫の状況 

（民間在庫量は197万トン） 

主食用米（うるち玄米及びもち米）の令和５年（2023年）６月末の民間在庫量は

197万ｔで、合計では前年同期から20万ｔ減少した。 

（図Ⅲ-4-(14)）

図Ⅲ-4-(13) R4年産米の集荷状況 

 

  資料）県農林水産部調べ 

 
図Ⅲ-4-(14) 民間流通における６月末在庫の推移 
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４ 価格の動向 

（令和５年産（2023年産）は米価が上昇） 

令和５年産（2023年産）では、北海道及び関東・東山で作柄が良く（作況指数104

及び102）、北陸がやや不良であったものの、平年並みであった地域が多く、全国で

は作況指数101の平年並みとなった。平成27年産（2015年産）以降、全国的に需給状

況が引締まったことにより、米価は上昇傾向となっていたが、令和２年（2020年）の

コロナショック以降、大幅に需要が低迷した。しかし、令和５年産は主食用米の作付

転換により収穫量が適正生産量を下回ったことから、令和６年６月末民間在庫は177

万ｔの見通しで、需給は引き締まっている。一方で、東日本の米主産地での不作によ

り、米の供給量が減少したことから、全国的に米の需要が高まり、全銘柄平均価格は

15,286円（前年比110％）で前年よりかなり上昇している。令和５年産（2023年産）

県産米の60kg当たり相対取引価格についても、コシヒカリが15,192円（前年比

110％）、ヒノヒカリが14,755円（同比115％）と上昇している。 

(図Ⅲ-4-(15)、巻末表Ⅲ-4(10)(11)） 

 

 

 

図Ⅲ-4-(15) 県産米価格の推移 

 
資料）17年産までは(財)全国米穀取引・価格形成センター公表平均落札価格の推移 
注）価格には、包装代（紙袋）、センターへの拠出金及び消費税を含まない。 

資料）18年産以降は農林水産省調べ。 
注）価格には、包装代（紙袋）、センターへの拠出金及び消費税を含む。 
注）令和５年産は、出回りから３月までの加重平均価格（速報値）。 
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第２ 麦の生産、流通及び価格の動向 

１ 生産の動向 

（麦の作付面積はやや増加） 

麦の作付面積は、令和５年産

（2023年産）は前年より約350 

ha(４%)増加して8,280haとなっ

た。 

麦種別では、小麦で２％増加

して5,330ha、大麦で９％増加

して2,840haとなった。 

（図Ⅲ -4-(16)、巻末表Ⅲ -4-

(12)） 

 

（収穫量は４麦計でかなり減

少、品質は小麦はかなり低下、

大麦は大幅に低下)   

令和５年産（2023年産）は12

月中に播種は完了し、適度な降

雨もあり出芽も順調であった。

出芽期以降は概ね高温・多照で

推移し、生育は良好だったが、

出穂期以降の高温で登熟が早ま

り、小粒傾向となって収穫量が

減少した。 

４麦種の収穫量は前年より

2,700ｔ減少して27,600ｔとな

った。単収は小麦で前年対比

91％の359㎏/10a、大麦で前年

対比 80％の 290㎏/10aとなっ

た。（図Ⅲ-4-(17)） 

また、収穫時期の降雨により

品質が低下し、小麦では１等比

率は前年比マイナス15ポイント

の74％、大麦は前年比マイナス

18ポイントの44％に低下した。 

（図Ⅲ-4-(18)） 

 

 

図Ⅲ-4-(16) 麦の作付面積の推移 

 

資料）農林水産省「作物統計」 

図Ⅲ-4-(17) 主要２麦種の収穫量の推移 

資料）農林水産省「作物統計」 

 注）平年収量 小麦：340kg/10a 大麦：295kg/10a 

 

図Ⅲ-4-(18) 主要２麦種の１等比率の推移 

資料)農林水産省「麦の農産物検査結果」 
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（品種別作付け比率は、小麦で

ミナミノカオリがかなりの程度

増加、大麦でははるしずくが大

幅に増加） 

作付品種は、食品産業等と農

業団体等で構成された民間流通

協議会の作付計画に基づき作付

け割合等が協議されている。 

令和５年産（2023年産）の品

種別作付面積の割合は、小麦は

シロガネコムギから転換が進

み、ミナミノカオリがかなりの

程度増加、大麦はニシノホシか

ら転換され、はるしずくが大幅

に増加した。（図Ⅲ-4-(19)、

(20)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅲ-4-(19) 小麦主要品種作付面積構成比の推移 

 

注）平成17年産までの主要品種については農林水産省調査（それ

以外は県農林水産部調査） 

 

図Ⅲ-4-(20) 大麦主要品種作付面積構成比の推移 

 

注）平成17年産までの主要品種については農林水産省調査（それ

以外は県農林水産部調査） 
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（品種別作付け比率は、小麦で

ミナミノカオリがかなりの程度

増加、大麦でははるしずくが大

幅に増加） 

作付品種は、食品産業等と農

業団体等で構成された民間流通

協議会の作付計画に基づき作付

け割合等が協議されている。 

令和５年産（2023年産）の品

種別作付面積の割合は、小麦は

シロガネコムギから転換が進

み、ミナミノカオリがかなりの

程度増加、大麦はニシノホシか

ら転換され、はるしずくが大幅

に増加した。（図Ⅲ-4-(19)、

(20)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅲ-4-(19) 小麦主要品種作付面積構成比の推移 

 

注）平成17年産までの主要品種については農林水産省調査（それ

以外は県農林水産部調査） 

 

図Ⅲ-4-(20) 大麦主要品種作付面積構成比の推移 

 

注）平成17年産までの主要品種については農林水産省調査（それ

以外は県農林水産部調査） 
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２ 生産性及び収益性 

（生産費はやや増加、所得はかなり増加) 

令和４年産（2022年産）小麦の全算入生産費は57,415円で、前年産に比べ2.2%増加

した。 

粗収益は前年産に比べ大幅に増加したため、所得はかなり増加した。（表Ⅲ-4-(2)） 

 

 

３ 価格の推移 

（県産小麦は前年並み、大麦の価格はかなり上昇） 

麦の価格は、生産者と食品産業等が品質評価を反映した入札・相対等により決定

する仕組みとなっており、令和５年産（2023年産）の県産麦の販売価格は、食品産業

等との播種前契約により決定された。県内の麦については熊本県麦流通協議会におい

て需給調整を行っているが、全国的には豊作傾向が続いたため、ほとんどの麦種で販

売予定数量が購入希望数量を上回っている。県産麦価格において、小麦は日本麺用の

シロガネコムギが3,540円/60kg、チクゴイズミが3,540円/60kgと大幅に上昇し、パ

ン・中華麺用のミナミノカオリは3,840円/60kgとかなりの程度上昇した。また、大麦

においてはニシノホシが2,100円/50kg、はるしずくが2,100円/50kgとなり前年よりか

なりの程度上昇した。裸麦は、イチバンボシが2,340円/60kgと前年よりわずかに低下

した（いずれも１等価格）。（表Ⅲ-4-(3)） 

なお、小麦のみ平成 23 年産（2011 年産）から輸入麦の政府売渡価格の改定（４、

10 月）に合わせて、播種前の入札又は相対により契約された価格に輸入麦の政府売

渡価格の変動率を乗じる取引価格の事後調整が導入されている。 

 

表Ⅲ-4-(2) 小麦の10a当たりの生産費及び収益性（熊本） 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

資料）九州農政局「熊本農林水産統計年報」(～H26年産) 

  Ｈ27年産以降は全国を設計単位とした標本の中から本県分を抜き出して集計した事例結果であり、未公

表。 

  平成30年産以降については、都道府県別の調査結果が公表されていないため、九州全体の調査結果であ

る。 

    ※全算入生産費＝生産費＋自己資本利子＋自作地地代＋支払利子＋支払地代 

    ※生産費＝費用合計－副産物価額 

単位 H12 H17 H22 H27 R2 R3 R4

円 62,220 57,006 50,410 52,116 53,185 56,178 57,415

円 45,163 44,764 39,502 44,012 44,960 47,399 48,128

種 苗 費 円 1,881 2,121 2,197 2,731 3,178 3,171 3,119

肥 料 費 円 4,757 4,273 6,730 6,745 7,943 8,026 8,762

農 薬 費 円 1,556 3,427 2,443 3,187 3,215 3,218 3,304

農 機 具 費 円 8,067 6,770 7,701 10,001 9,009 9,266 9,243

労 働 費 円 12,874 13,506 9,138 9,381 8,923 8,944 9,205

そ の 他 円 16,205 15,304 11,597 12,676 12,797 14,901 14,663

費 用 合 計 円 45,340 45,401 39,806 44,721 45,065 47,526 48,296

時 間 10 11 7 7 6 6 6

粗 収 益 円 66,941 53,466 12,655 8,055 13,835 17,480 22,665

所 得 円 28,034 16,644 △ 24,758 △ 32,715 △ 28,212 △ 27,693 △ 23,446

家 族 労 働 報 酬 円 17,418 9,215 △ 29,755 △ 36,208 △ 31,307 △ 30,985 △ 26,811

区　　分

全 算 入 生 産 費 ※

生 産 費 ※

費
用
項
目

労 働 時 間

粗
収
益
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表Ⅲ-4-(3)麦の民間流通価格の推移 

資料）ＪＡ熊本経済連調べ  

※1等ばら価格（税抜）  

※25年産からは相対取引基準価格 

 

４ 流通の概要 

（全量が地場企業の製粉・精麦会社との相対取引) 

県産麦の流通は、小麦は地場企業の製粉会社、大麦・裸麦は地場企業の精麦会社

を中心に相対取引されている。令和４年産（2022年産）麦の出回り状況は、令和５年

（2023年）７月末現在で、小麦が14,949t、大麦が3,526t、裸麦が16tとなった。 

麦種 品種名 単位 H17年産 H22 H27 R2 R3 R4 R5

ｼ ﾛ ｶ ﾞ ﾈ ｺﾑ ｷﾞ 円 /60kg 2,040 2,779 2,667 2,520 2,400 2,400 3,540

ﾁ ｸ ｺ ﾞ ｲ ｽ ﾞ ﾐ 円 /60kg 2,086 2,797 2,670 2,520 2,400 2,400 3,540

ﾆ ｼ ﾉ ｶ ｵ ﾘ 円 /60kg 2,106 2,934 2,745 - - - -

ﾐ ﾅ ﾐ ﾉ ｶ ｵ ﾘ 円 /60kg 2,100 2,921 2,751 3,000 3,060 3,060 3,840

ﾆ ｼ ﾉ ﾁ ｶ ﾗ 円 /50kg 1,432

ﾐｻﾄｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ 円 /50kg 1,404

ﾆ ｼ ﾉ ﾎ ｼ 円 /50kg 1,376 2,069 1,949 1,965 1,765 1,978 2,100

はるしずく 円 /50kg 1,404 2,103 1,990 2,010 1,765 1,978 2,100

裸
麦

ｲ ﾁ ﾊ ﾞ ﾝ ﾎ ﾞ ｼ 円 /60kg 1,894 2,982 2,627 2,585 1,988 2,385 2,340

小
麦

大

麦

（

二

条

大

麦
）
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第３ 大豆の生産、流通及び価格の動向 

 

１ 生産の動向 

（大豆作付面積はわずかに増

加） 

令和５年産（2023年産）は前

年産より70ha（2.6％）増加し

2,730haとなった。 

作付品種は、フクユタカが中

心（2,702ha）で、他にすずお

とめ（18ha）等が作付けされ

た。（図Ⅲ-4-(21)） 

 

 

（収穫量はかなり増加） 

令和５年産（2023年産）の大

豆の単収は生育期間の天候に恵

まれたことから、平年対比

124％の166㎏/10aとなった。作

付面積及び単収が増加したこと

から、収穫量は前年産より

1,580t増の4,530ｔとなった。

（図Ⅲ-4-(22)） 

 

 

２ 価格の推移 

（販売平均価格はやや低下) 

令和４年産の入札・相対・契約平均価格は前年より490円（4.5％）安い10,361円

/60kg(税抜き全農価格)となった。（表Ⅲ-4-(4)） 

 

 

 

図Ⅲ-4-(21) 大豆作付面積の推移 

 
資料）農林水産省「作物統計」 

図Ⅲ-4-(22) 大豆の生産量と単位収量の推移 

 

資料）農林水産省「作物統計」 

 注）大豆の平年収量：134 kg/10a 

表Ⅲ-4-(4) 販売価格及び大豆交付金の推移 

注）販売価格：ＪＡ熊本経済連での全銘柄加重平均価格 

注）交付金は、平成18年産までは大豆交付金。19年産は水田経営所得安定対策における数量単価（１等）、23年産か

らは農業者戸別所得補償の数量単価（１等）、25 年産からは経営所得安定対策の数量単価（１等）。 
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３ 生産性及び収益性 

（生産費は前年並み、所得はやや増加) 

令和４年産（2022年産）大豆の全額算入生産費は46,934円で、前年に比べ1.7％減

少した。収量が前年より増えたことから、粗収益、所得ともにやや増加した。（表Ⅲ

-4-(5)、巻末表Ⅲ-4-（15）） 

 

表Ⅲ-4-(5) 大豆10a当たりの生産費及び収益性（熊本） 

資料)農林水産省「大豆生産費調査」（～Ｈ26 年産） 

注1）平成27年産以降は全国を設計単位とした標本の中から本県分を抜き出して集計した事例結果であり、 

未公表。 

注 2）平成 29 年産以降については、都府県別調査結果が公表されていないため、九州全体の調査結果であ

る。 

※ 全算入生産費＝生産費＋自己資本利子＋自作地地代＋支払利子＋支払地代 

   生産費＝費用合計－副産物価額 

 

単位 H12 H17 H22 H27 R2 R3 R4

円 66,524 62,058 51,268 54,038 48,775 47,750 46,934

円 49,833 46,891 40,330 38,281 39,325 39,086 38,342

種 苗 費 円 1,814 2,030 1,407 2,205 2,611 2,841 2,396

肥 料 費 円 1,492 2,280 104 1,315 2,087 2,553 2,165

農 機 具 費 円 5,099 5,975 6,960 7,537 6,806 7,163 7,930

労 働 費 円 27,574 19,475 10,861 10,144 9,683 10,113 9,240

そ の 他 円 14,063 17,280 20,998 17,095 18,289 16,750 16,912

費 用 合 計 円 50,042 47,040 40,330 38,296 39,476 39,420 38,643

時 間 23 15 8 7 6 7 6

粗 収 益 円 48,443 37,820 27,042 22,545 27,246 20,698 21,327

所 得 円 25,618 9,099 △ 6,428 △ 15,650 △ 8,839 △ 14,883 △ 14,338

家族労働報酬 円 9,201 △ 5,443 △ 13,365 △ 21,764 △ 12,808 △ 18,312 △ 18,030

区　　　分

費
用
項
目

労 働 時 間

粗
収
益

全 算 入 生 産 費

生 産 費 ※
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第５節 野菜、果樹、花きの生産、流通及び価格の動向

第１ 野菜の生産、流通及び価格の動向

１ 野菜生産の動向

（作付面積は前年に比べわずかに増加、総収穫量はほぼ前年並み、産出額はやや増

加）

本県の野菜は、トマト、いちご、すいか、なす、メロンなどの施設野菜を中心に、

野菜生産出荷安定法並びに熊本県野菜振興計画に基づき、適地適作を基本とし、生

産基盤や集出荷施設の整備、産地の集団化及び組織育成などを通じて、産地構造改

革を推進している。

主要野菜の生産動向を見ると、令和４年産（ 年産）は総作付面積が前年より

％増の とわずかに増加している。内訳では、前年より果菜類が ％減

（トマト、すいか等の減少のため）、葉茎菜類が ％増（ブロッコリー、ほうれん

そう等の増加のため）、根菜類が ％増（にんじん、ばれいしょ等の増加のため）

となっている。

令和４年産（ 年産）の総収穫量は、トマト、すいか等で収穫量が減少したが、

ブロッコリー、にんじん等で増加したことにより、ほぼ前年並みの ｔとなっ

た。 表Ⅲ ）
表Ⅲ 野菜生産の推移

資料 農林水産省｢野菜生産出荷統計｣｢作物統計 かんしょ ｣及び県農林水産部調べ

注）総作付面積は、野菜生産出荷統計調査品目にかんしょを加えて算出した

注）Ｈ 年産はスイートコーンを除く（統計値の公表無し）

注）Ｈ 年産以降はアスパラガスを追加（ 年産以前は統計値の公表無し）

注）Ｈ 年産以降はごぼう、かぼちゃ、スイートコーンを除く（統計値の公表が不定期）

令和４年産（ 年産）の野菜の産出額（いも類を含む）は、前年に比べ 億円

増の 億円となった。本県の農業産出額に占める野菜の割合は、平成 年産

（ 年産）の ％から平成 年産（ 年産）までは ％と増加傾向にあった

が、近年は横ばいで推移しており、令和４年産（ 年産）は ％と前年に比べ

やや増加した。

表Ⅲ ）

一方、食の安全安心への関心の高まりや新型コロナウイルス感染症の拡大による

消費動向の変化、需要が拡大している加工・業務用への対応、米政策の見直し等、

農業をめぐる環境が大きく変化する中、本県の野菜生産は、多様化する消費者・実

需者ニーズへの対応や競争力のある生産供給体制の確立がより一層求められるよう

(単位：千ha・千ｔ・％)

単位 H12 構成 H22 構成 R2 構成 R3 構成 R4 構成

年産 割合 割合 割合 割合 割合

千ｈａ 16.9 100.0% 13.7 100.0% 12.3 100.0% 12.5 100.0% 12.8 100.0% △ 18.7 △ 10.2 1.4 2.1

果 菜 類 千ｈａ 7.7 45.7% 5.7 41.3% 4.6 37.2% 4.6 36.5% 4.5 35.2% △ 26.5 △ 19.1 △ 0.6 △ 1.6

葉 茎 菜 類 千ｈａ 3.6 21.6% 3.5 25.4% 4.1 33.3% 4.3 34.3% 4.5 35.2% △ 4.3 17.7 4.4 4.9

根 菜 類 千ｈａ 5.5 32.7% 4.6 33.3% 3.6 29.5% 3.7 29.2% 3.8 29.6% △ 17.4 △ 20.4 0.5 3.5

千ｔ 528 444 461 471 472 △ 16.0 3.9 2.1 0.3

H22～R2 R2～R3 R3～R4

増減(△)年率(％)

H12～H22

総 作 付 面 積

区分

総収穫量
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になっている。

表Ⅲ 野菜産出額の推移

資料）農林水産省｢生産農業所得統計｣。内訳は県農林水産部調べ（Ｈ からは未調査）

注）Ｈ 年までは農業粗生産額、Ｈ 年以降は農業産出額、定義は同義

（果菜類の作付面積は前年に比べわずかに減少）

本県野菜の主力である果菜類の作付面積は、いちご、すいか、メロン類で減少が

続いており、令和４年産（ 年産）は と前年に比べわずかに減少した。

品目別にみると、トマト（ミニトマト含む）は、県下全域で栽培されており、低

コスト耐候性ハウスの導入や他品目からの転換等により、作付面積は堅調に増加し

てきたが、令和４年産（ 年産）は前年より ％減の となった。

いちごは、玉名・八代地域をはじめ県下全域で作付けされている。高齢化、長時

間労働等の影響により平成 年産（ 年産）から減少傾向であり、近年は県育成

品種「ゆうべに」の導入等もあり面積減少が緩和され、ほぼ横ばいで推移している。

令和４年産（ 年産）は前年より ％減の となった。

すいかは、熊本・鹿本地域を中心に作付されている。重量野菜のため作付面積は

昭和 年産の をピークに減少が続いている。カット販売の増加等により単価

は近年安定しているが、生産者の高齢化が進んでいるため、令和４年産（ 年産）

は前年より ％減の となった。

メロン類は、生産者の高齢化と担い手減少により面積減少が続いており、令和４

年産（ 年産）は前年より ％減の となった。

なすは、平成 年（ 年）以降夏秋なすを中心に減少に転じていたが、平成

年（ 年）以降、堅調な価格や低コスト耐候性ハウスの導入、他品目からの転換

等により横ばいで推移しており、令和４年産（ 年産）は前年より ％減の

となった。（表Ⅲ ）

表Ⅲ 野菜作付面積の推移（果菜類）

資料 農林水産省｢野菜生産出荷統計｣

単位 H12 構成 H22 構成 R2 構成 R3 構成 R4 構成

年 割合 割合 割合 割合 割合

億円 3,358 3,071 3,407 3,477 3,512

野菜構成 割合 ％ 32.8% 38.0% 37.5% 35.9% 37.3%

億円 1,102 100.0% 1,167 100.0% 1,277 100.0% 1,247 100.0% 1,310 100.0%

果 菜 類 億円 808 73.3% 850 72.8% - - - - - -

葉 茎 菜 類 億円 140 12.7% 167 14.3% - - - - - -

根 菜 類 億円 91 8.3% 96 8.2% - - - - - -

い も 類 億円 63 5.7% 54 4.6% 56 4.4% 61 4.9% 62 4.7%

区分

農 業 産 出 額

野 菜 計

トマト ｈａ 1,050 1,150 1,260 1,270 1,250 9.5 9.6 0.8 △ 1.6

いちご ｈａ 422 379 305 298 293 △ 10.2 △ 19.5 △ 2.3 △ 1.7

すいか ｈａ 2,500 1,610 1,290 1,280 1,260 △ 35.6 △ 19.9 △ 0.8 △ 1.6

メロン類 ｈａ 2,100 1,230 862 849 832 △ 41.4 △ 29.9 △ 1.5 △ 2.0

なす ｈａ 480 408 418 406 403 △ 15.0 2.5 △ 2.9 △ 0.7

５品目計 ｈａ 6,552 4,777 4,135 4,103 4,038

H22～R2
R3

R2～R3 R3～R4

増減(△)年率(％)

H12～H22
H22 R4

H12

年産
R2単位区分

－ 69 －
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（葉茎菜類の作付面積は前年よりやや増加）

葉茎菜類の作付面積は、機械化・省力化の進展等により平成 年（ 年）まで

は と増加したものの、その後は減少傾向にあった。しかし、国産の加工・業

務用需要の高まり等から作目転換や大規模化等により平成 年（ 年）以降増加

傾向に転じ、近年はほぼ横ばいで推移している。令和４年産（ 年産）は前年よ

り ％増の となった。

品目別にみると、キャベツは、堅調な需要により近年はほぼ横ばいで推移してお

り、令和４年産（ 年産）は前年並みの となった。

軽量野菜であるほうれんそうは、消費者の堅調な需要はあるが、高冷地の夏秋栽

培は減少傾向にある。平成 年（ 年）頃には、菊池・鹿本地域で加工用契約栽

培の面積が増加。その後も増加傾向で推移しており、令和４年産（ 年産）は前

年より ％増の となった。

レタスは、これまで作付けの中心であった天草地域に加え、近年、八代地域を中

心に面積が増加していたが、その後は横ばいで推移し、令和４年産（ 年産）は

前年より ％増の となった。

アスパラガスは、鹿本、阿蘇、八代地域を中心に県内各地で作付けされている。

単価が安定していることに加え、選果施設の整備等により他品目からの転換や規模

拡大が進んだ。近年は横ばいで推移しており、令和４年産（ 年産）は前年並み

の となった。

ブロッコリーは、八代地域を中心に作付されている。国産需要の高まりにより価

格が堅調であることに加え、製氷機の整備により氷詰め出荷が可能となったことか

ら近年面積が増加しており、令和４年産（ 年産）は前年より ％増の と

なった。

（表Ⅲ ）

表Ⅲ 野菜作付面積の推移 葉茎菜類

資料）農林水産省｢野菜生産出荷統計｣
注）アスパラガスは、Ｈ 年以前は統計値の公表無し

キャベツ ｈａ 1,380 1,240 1,370 1,330 1,330 △ 10.1 10.5 △ 2.9 0.0

ほうれんそう ｈａ 450 429 466 482 503 △ 4.7 8.6 3.4 4.4

レタス ｈａ 448 523 605 593 605 16.7 15.7 △ 2.0 2.0

アスパラガス ｈａ - 93 99 100 100 - 6.5 1.0 0.0

ブロッコリー ｈａ 124 172 492 680 900 38.7 186.0 38.2 32.4

５品目計 ｈａ 2,402 2,457 3,032 3,185 3,438

H22～R2
R3

R2～R3H12～H22 R3～R4

増減(△)年率(％)
R4H22区分 R2

H12

年産
単位

－ 70 －
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（根菜類の作付面積は前年よりやや増加）

根菜類の作付面積は、価格の低迷や生産者の高齢化、食生活の変化等より減少傾

向となっているが、令和４年産（ 年産）は前年より ％増の となった。

品目別にみると、だいこんは、阿蘇地域を中心に高冷地の立地条件を生かした産

地形成がなされている。温暖化や豪雨による生産の不安定、夏季の北海道、青森産

との競合により、作付面積は減少傾向が続いており、令和４年産（ 年産）は前

年より ％減の となった。

にんじんは、機械化一貫体系や集出荷施設の整備等により省力化が図られた結果、

転作作物や畑地域の主要品目として菊池地域を中心に定着しており、令和４年産

（ 年産）は前年より ％増の となった。

ごぼうは、菊池地域を中心に栽培されており、平成 年（ 年）３月に菊池地

域では「菊池水田ごぼう」が地理的表示（ ）保護制度に登録された。令和４年産

（ 年産）は前年より ％減の となった。

さといもは、阿蘇、上益城地域を中心に栽培されている。気象変動による生産の

不安定や生産者の高齢化が進んでおり、令和４年産（ 年産）は前年より ％減

の となった。

しょうがは、八代、宇城地域を中心に栽培されており、令和２年（ 年）３月

に八代地域では「八代生姜」が 保護制度に登録された。一時期輸入が急増し面積

が急激に減少したが、原産地表示制度による国内産と国外産の明確化により国内産

の需要が高まり、近年はほぼ横ばいで推移している。令和４年産（ 年産）は前

年より ％減の となった。

かんしょは、ほ場整備や収穫機械導入等の省力化が図られた結果、作付面積は平

成 年まで増加傾向であったが、近年は生産者の高齢化等によりほぼ横ばいで推移し

ており、令和４年産（ 年産）は前年より ％増の となった。

（表Ⅲ ）

表Ⅲ 野菜作付面積の推移 根菜類

資料）農林水産省｢野菜生産出荷統計｣および「作物統計（かんしょ）」

注）ごぼうは、Ｈ 年は統計値の公表無し

だいこん ｈａ 1,430 938 832 819 796 △ 34.4 △ 11.3 △ 1.6 △ 2.8

にんじん ｈａ 584 540 590 644 715 △ 7.5 9.3 9.2 11.0

ごぼう ｈａ 310 300 258 266 262 △ 3.2 △ 14.0 3.1 △ 1.5

さといも ｈａ 769 603 467 474 463 △ 21.6 △ 22.6 1.5 △ 2.3

しょうが ｈａ 174 205 170 172 167 17.8 △ 17.1 1.2 △ 2.9

かんしょ ｈａ 1,380 1,210 824 782 815 △ 12.3 △ 31.9 △ 5.1 4.2

６品目計 ｈａ 4,647 3,796 3,141 3,157 3,218

H22～R2
R3

R2～R3

増減(△)年率(％)

H12～H22 R3～R4
H22 R4区分

H12

年産
単位 R2
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（野菜のハウス面積は平成 年（ 年）以降減少傾向）

野菜のハウス設置面積は、生産安

定・品質向上等を目的とした農家の

施設化への意欲の高まりにより、施

設の高度化、大型化が進み、平成３

年（ 年）までは増加してきた。

しかし、平成３年（ 年）以降減

少に転じており、令和４年（

年）にかけて ％減少し

となった。

（図Ⅲ ）

ハウスの設置面積が減少した要因

としては、生産者の高齢化や台風被

害、消費低迷によるすいか、メロン

の栽培面積が減少していることが大

きな要因となっている。なお、平成

年（ 年）の台風 号により本

県の簡易なパイプハウスを主体とし

た施設は甚大な被害を受けたため、それ以降、自然災害等に強い耐候性ハウスの導

入が図られている。

２ 流通及び価格の動向

（出荷数量は前年からかなりの程度増加）

令和４年産（ 年産）の野菜の出荷数量は、前年から増加し 万ｔ（ ％増）

となった。

（図Ⅲ ）

令和４年産（ 年産）の中央卸売市場における主な出荷先の割合は、九州 ％、

関東 ％、近畿 ％の順となっている。

図Ⅲ ）

図Ⅲ 野菜のハウス設置面積

資料） ４～ 年：農林水産省「園芸用施設及び農業用廃プ

ラスチックに関する調査」

年～：農林水産省「園芸用施設の設置等の状況」

注）ハウス設置面積にはガラス室を含む（ 年以前は含

まない）

－ 72 －
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図Ⅲ 県産野菜出荷先の割合の推移（県外向け）

資料）農林水産省「青果物卸売市場調査報告」

注）Ｈ８年以前は全市場対象、Ｈ９年～ 年は 類・ 類都市の市場、

Ｈ ～Ｒ３年以降は主要都市の市場、Ｒ４年以降は中央卸売市場のみ対象

図Ⅲ 県野菜の出荷数量の推移

資料）農林水産省「青果物卸売市場調査報告（ ３年以前）」、「野菜生産出荷統計（Ｒ４年以降）」

注）Ｒ３年以前は ・２類都市の市場のみ対象

注） 年以前は野菜 品目、 年以降は 品目（ﾐﾆﾄﾏﾄ追加）

－ 73 －

第
３
章

農
産
物
の
生
産
、
流
通

及
び
価
格
の
動
向



野菜の品目別に出荷先をみると、トマト、ミニトマト、なすなどの果菜類は関

東・東海及び近畿等の大消費地を中心に、遠くは北海道、東北まで出荷されている。

キャベツ、だいこんは、主に九州向けに、レタスは主に関東向けに出荷されており、

はくさいは北陸まで出荷されている。

（図Ⅲ ）

図Ⅲ 野菜の品目別、地域別出荷状況（ 年）

資料）農林水産省「青果物卸売市場調査報告」

注）中央卸売市場のみ対象

注）調査品目は、だいこん、にんじん、はくさい、キャベツ、ほうれんそう、ねぎ、レタス、きゅうり、なす、

トマト、ミニトマト、ピーマン、ばれいしょ、さといも、たまねぎの 品目

全国計 北海道
100.0% 1.7%
合計（ｔ） 合計（ｔ）
トマト トマト
ミニトマト ミニトマト
なす にんじん
キャベツ 北陸 なす
にんじん 1.4% ばれいしょ
はくさい 合計（ｔ） レタス
その他 トマト その他

ミニトマト
なす

中国 にんじん
6.2% はくさい
合計（ｔ） レタス 東北
トマト その他 1.6%
にんじん 合計（ｔ）
キャベツ トマト
ミニトマト ミニトマト
はくさい なす
きゅうり たまねぎ
その他 ばれいしょ

九州 レタス
26.8% その他
合計（ｔ）
キャベツ
トマト 関東
だいこん 26.4%
なす 合計（ｔ）
きゅうり トマト
はくさい ミニトマト
その他 なす

レタス
ばれいしょ
たまねぎ
その他

四国 近畿 東海
1.9% 22.2% 11.7%
合計（ｔ） 合計（ｔ） 合計（ｔ）
トマト トマト トマト
なす ミニトマト なす
だいこん なす ミニトマト
にんじん にんじん レタス
はくさい はくさい ばれいしょ
ミニトマト ばれいしょ にんじん
その他 その他 その他
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施設野菜の主要 品目について、出荷先を県経済連の販売実績でみると、トマト、

ミニトマト、すいか、メロンは関東（関東以北を含む、以下同じ）を中心に出荷さ

れており、いちごは関西を中心に出荷されている。また、なすは関東及び中京へ出

荷されており、九州への出荷も多い。

（図Ⅲ ）

図Ⅲ 主要野菜の地域別出荷割合（ 年産）

資料）ＪＡ熊本経済連共販実績

注）円グラフ中の「関東」は、関東以北を含む

円グラフ中の「九州」は、山口県を含む

関東

中京

関西

中四国

九州

すいか
関東

中京

関西

中四国

九州

メロン

ｔ

関東

中京

関西

中四国

九州

いちご

ｔ

関東

中京

関西

中四国
九州

ミニトマト関東

中京

関西

中四国

九州

トマト

関東

中京

関西

中四国
九州

なす
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次に野菜の農協共販数量の推移を

みると、生産者の高齢化等による共

販作付面積の減少が続いているもの

の単収の向上等により、近年横ばい

傾向にある。令和４年産（ 年

産）は前年より ％減の 万ｔで

あった。

共販額は、平成２年（ 年）の

億円まで順調に伸びたが、平成３

年（ 年）以降は、栽培面積の減

少や景気後退による価格低迷等によ

り減少傾向となった。しかし、平成

年（ 年）を境にトマト、ミニ

トマトの伸びとともに回復傾向にあ

る。令和４年産（ 年産）は前年よりわずかに増加し、 億円となった。

（図Ⅲ ）

（野菜類の価格は前年よりやや上昇）

令和４年産（ 年産）野菜の販売価格は、前年より ％上昇した。

前年に比べ、きゅうり、はくさい、キャベツ、かぼちゃ、トマト等で販売単価が

上昇した。

表Ⅲ ）

表Ⅲ 県産主要野菜の市場価格の推移

資料）ＪＡ熊本経済連共販実績

図Ⅲ 野菜共販の推移

資料）ＪＡ熊本経済連共販実績

億円万ｔ

年

共販数量 共販額

すいか 円／㎏ △ 1.7

メロン類 円／㎏ △ 0.9 △ 0.5

プリンスメロン 円／㎏ △ 0.5

アンデスメロン 円／㎏ △ 0.3

アムスメロン 円／㎏ △ 0.1 △ 6.0

ホームランメロン 円／㎏ △ 6.7

クインシーメロン 円／㎏

肥後グリーンメロン 円／㎏ △ 0.8

アールス系メロン 円／㎏ △ 2.2 △ 2.2

きゅうり 円／㎏ △ 1.4 △ 1.8

トマト 円／㎏ △ 0.9 △ 0.4 △ 2.9

なす 円／㎏ △ 0.4 △ 2.5

かぼちゃ 円／㎏ △ 2.2 △ 1.6

いちご 円／㎏ △ 0.9 △ 1.0

はくさい 円／㎏ △ 6.0 △ 5.4

キャベツ 円／㎏ △ 5.7

レタス 円／㎏ △ 5.0 △ 1.1 △ 5.3 △ 2.1

だいこん 円／㎏ △ 2.8 △ 1.9 △ 2.8

野菜計 円／㎏ △ 0.3

R3～R4

増減(△)年率(％)

H27～R2H17～H22 H22～H27
Ｈ27区分 Ｈ12単位 Ｈ17

H12～H17
Ｈ22

R2～R3
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第２ 果実の生産、流通及び価格の動向

１ 生産の動向

（栽培面積はわずかに減少し、産出額はほぼ前年並み）

栽培面積は、担い手の減少や高齢化により、果樹全体でわずかに減少し、

（前年比（以下「同」） ％）となった。

生産量は、落葉果樹はわずかに減少したものの、かんきつ全般がかなり少なかった

ことから、果樹全体では ｔ（同 ）とかなり大きく減少した。

産出額は、主産品目であるうんしゅうみかんが期間を通して高単価で推移し、その

他かんきつも前年より高単価であったこと、くりの販売単価が大幅に高かったことか

ら、全体では 億円（同 ）とほぼ前年並みとなった 図Ⅲ－ － 、 。

（１）常緑果樹

栽培面積は、うんしゅうみかんが前年より 減少し、 （同 ％）となっ

た。その他にもほとんどの品目で減少しており、全体では （同 ％）とわず

かに減少した。

生産量については、うんしゅうみかんは裏年で着果量がかなり少なかったことから

（同 ％）とかなり大きく減少した。不知火類（デコポン）は着果量が少な

かったことから ｔ（同 ％）と、かなりの程度減少し、なつみかんは面積減少

と着果量が少なかったことから ｔ（同 ％）と大幅に減少した。全体では

（同 ％）と、かなり大きく減少した（巻末表Ⅲ 、 ）。

（２）落葉果樹

栽培面積は、落葉果樹全体では 減少し、 （同 ％）となった。もも等

でやや減少したが、ほとんどの品目で前年並みの面積を維持した。

生産量については、くりは （同 ％）でほぼ前年並み、なしは一部地域の

晩霜害や収穫前の障害の発生等で （同 ）とやや減少した。全体では、一部

品目で寒害や着果不良により減少したことから、 （同 ％）と前年に比べて

わずかに減少した（巻末表Ⅲ ）。

図Ⅲ 果樹栽培面積の推移 図Ⅲ 果樹生産量と産出額の推移

資料）農林水産省「生産農業所得統計」

県農林水産部「熊本県果樹振興実績書」

生産量

139 141 
117 106 117 122 105 

23 19 

14 10 12 12
12 

368 

318 323 

263 

338 
362 362 

0

100

200

300

400

0

50

100

150

200

250

300

H12 H17 H22 H27 R2 R3 R4

（億円）（千㌧）

H12年産

落葉果樹

常緑果樹

産出額

資料）県農林水産部「熊本県果樹振興実績書」

8,205 7,611 6,728 
5,660 5,161 5,058 4,951

5,240 
4,952 

4,331 

3,638 
3,196 3,167 3,142

13,445 
12,563 

11,059 

9,298 
8,357 8,225 8,093 

0

5,000

10,000

15,000

H12 H17 H22 H27 R2 R3 R4

落葉果樹

常緑果樹

合計

H12年産
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